
第４章　共通統計

江津湖空撮写真

上下水道局

健軍水源地

江津湖

東部浄化センター
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Ⅰ　災害に強い上下水道の確立

【水道】
１　災害対策用貯水施設

出側 入側
350 ○
500 ○

12,600 ○
12,000 ○ ○
11,000 ○
1,400 ○
500 ○
500 ○

4,000 ○
3,200 ○
1,250 ○
500 ○
250 ○

4,400 ○
2,600 ○
250 ○
250 ○
400 ○

3,000 ○
150
150 ○
800 ○

1,000 ○
400 ○

令和２年度 24 箇所 61,450 - -
令和元年度 24 箇所 61,450 - -
平成30年度 23 箇所 61,050 - -
平成29年度 23 箇所 61,050 - -
平成28年度 22 箇所 60,050 - -

２　非常用発電・予備電力施設

出力
PS kVA kW 台数

950 750 600 1
300 250 200 1
300 250 200 1
610 500 400 1
680 625 500 1

3,620 3,000 2,400 1 特高（22kV） 西部線
3,620 3,000 2,400 1 特高（22kV） 西部線 (１回線受電)

予乙 弓削ＳＳ－戸島線 益城ＳＳ－北線

405 300 240 1
242 200 160 1

1,490 1,250 1,000 1 高圧 九州電力線 東部環境工場線

375 300 1
予乙 春日ＳＳ－池上線 日吉ＳＳ－田崎線

365 300 240 1
365 300 240 1
63 50 40 1

320 250 200 1
136 125 100 1
240 200 160 1
240 200 160 1

330 264 1
107 90 72 1
107 90 72 1

45 36 1
45 36 1

200 160 1
65 52 1
40 32 1

150 120 1
150 120 1
150 120 1
65 52 1

※庄口水源地は健軍水源地発電機により運用可能。沼山津送水場は秋田配水場発電機により運用可能。

予備

 1　 麻生田送水場

13　池上送水場

 3　 麻生田第４水源地
 4　 一本木送水場

 8　 託麻送水場
 9　 託麻第４水源地

 6　 健軍水源地
 7　 秋田配水場

 2　 麻生田第３水源地

 5　 八景水谷送水場

20　上松尾第２加圧所

22　舞原水源地
23　舞原配水場

32　富応加圧所

26　一木配水場・第１水源地
27　一木第３水源地

30　山本配水場

施設名
発電機

3　 　立田山配水池

5　　 高遊原配水池

種別

4　 　健軍配水場（配水池）

15　 徳王配水池

11　 改寄配水場（配水池）
12　 西梶尾配水場（配水池）

17　 上松尾第２加圧所（調整池）
18　 平山配水池

容量

24　 舞原配水場

施設名
貯水量

（ｍ3）
緊急遮断弁

備考

1　　 一本木水源地（調整池）
2　 　八景水谷水源地（調整池）

8　　 城山水源地（調整池）

6　　 小山山配水池
7　　 池上水源地（調整池）

備品倉庫あり

9　　 川尻水源地（配水池）

19　 戸島送水場（調整池）

-

-

23　 南部送水場

20　 岳加圧所

-

地震計により送水ポンプを停止させ対応

14　 和泉配水池

16　 川床配水池

13　 貢水源地（調整池）

10　 岩倉山配水池

-

28　山本第１水源地
29　山本第２水源地

31　木留送水場・第１水源地

19　上松尾第１加圧所

常用

21　 白浜配水池
22　 島崎配水池

21　南部送水場

24　高水源地
25　碇水源地

14　城 山送水場
15　改寄配水場
16　改寄第２水源地
17　貢送水場
18　岳加圧ポンプ所

10　託麻第６水源地

-

11　戸島送水場
12　川尻配水場

２回線受電
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３　耐震性貯水槽

100
100
100
100
100
100
100
100
60

令和２年度 9 箇所 860
令和元年度 9 箇所 860
平成30年度 9 箇所 860
平成29年度 9 箇所 860
平成28年度 9 箇所 860

※上下水道局は、消防局、公園管理部局より委託を受け点検を行っている。

４　応急給水設備

名称 数量 計 合計

17台 17,000㍑ 17,000㍑ 17,000㍑

17個 17,000㍑ 17,000㍑ 17,000㍑

1台

5台

1台

非常用水袋 36,000袋 216,000㍑ 264,480㍑ 398,160㍑

4組 4組 4組

4組 4組 4組

9組 9組 9組

11組 11組 11組

2個 2個 2個

18本 18本 18本

緊急作業車 3台 3台 3台

５　応急給水施設密度

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

箇所 24 24 23 23 22

ｋｍ2 324.16 324.16 324.16 324.16 323.49

箇所/100ｋｍ2 7.4 7.4 7.1 7.1 6.8

折りたたみ式タンク容量1,000㍑

3　渡鹿公園

折りたたみ式タンク応急給水塔

形状

①応急給水施設数

給水タンク

265,100㍑

②給水区域面積

Ｔ型　消火栓直結型　給水栓　２個付

※平成27年度までは応急給水施設数に、他部署所管の耐震性貯水槽（9箇所）を含める。

積載容量2,000㍑

積載容量1,700㍑

容量6㍑

１.25トン積みトラック

平成30年度

15,100㍑

令和元年度

Ａ型　SUS製　40Ａ　給水栓　４個付×２基

③応急給水施設密度（＝①/②）

Ｂ型　 SS製　40Ａ　給水栓　２個付×３基

9　池上中央公園

貯水量

（ｍ3）
施設名

2　錦ヶ丘公園
1　楠中央公園

所管

消防局
東部土木センター

東部土木センター
消防局

8　平成中央公園

4　秋津中央公園

7　白川公園

15,100㍑

西部土木センター

令和２年度

西部土木センター

5　蓮台寺公園
6　八王寺中央公園

給　水　車

積載容量3,400㍑

15,100㍑

アルミタンク容量1,000㍑

西部土木センター

Ｃ型　SUS製　65Ａ　給水栓　３個付×２基

Ｄ型　 VP製　20Ａ　給水栓　２個付

応急給水装置

東部土木センター
消防局

Ｃ型　SUS製　65Ａ　給水栓　４個付×２基



195

水

循

環

環

境

配

慮

広

報

水

道

料

金

下
水
道
使
用
料

組
織
・
機
構

工

業

用

水

道

災

害

対

策

６　配水池耐震化率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｍ
3 197,430 197,430 197,430 195,430 195,598

ｍ
3 216,425 216,425 216,671 214,960 211,171

％ 91.2 91.2 91.1 90.9 92.6

※ 平成28年度からはガイドラインの改訂により、対象とする施設をランクAに限定し、緊急貯水槽は含まない。

※ 平成27年度までは旧市内のみ。（緊急貯水槽を含む）（富合町、城南町、植木町を除く）

７　浄水施設耐震化率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｍ
3 285,800 285,800 284,800 286,250 284,900

ｍ
3 317,244 317,244 316,658 313,197 301,300

％ 90.1 90.1 89.9 91.4 94.6

※ 平成27年度までは旧市内のみ。（富合町、城南町、植木町を除く）

８　ポンプ所耐震化率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｍ
3 530,765 530,765 528,465 545,400 542,300

ｍ
3 704,220 704,220 702,220 717,964 694,500

％ 75.4 75.4 75.3 76.0 78.1

※ 平成28年度からはガイドラインの改訂により、対象とする施設をランクAに限定とした。

※ 平成27年度までは旧市内のみ。（富合町、城南町、植木町を除く）

９　耐震適合性のある基幹管路の割合

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｍ 265,844 262,064 261,088 221,905 218,600

ｍ 334,071 336,504 335,452 296,456 294,098

％ 79.6 77.9 77.8 74.9 74.3

１０　水道管路の耐震化率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｍ 1,048,787 949,948 904,872 860,008 806,271

ｍ 3,550,158 3,507,738 3,482,001 3,448,874 3,414,260

％ 29.5 27.1 26.0 24.9 23.6

①耐震対策の施された浄水施設能力

①耐震対策の施されたポンプ所能力

②配水池等有効容量

③水道管路の耐震化率（＝①/②）

②耐震化対象ポンプ所能力

③浄水施設耐震化率（＝①/②）

③ポンプ所耐震化率（＝①/②）

②基幹管路延長

③耐震適合性のある基幹管路の割合（＝①/②）

②管路延長

①耐震適合性を有する基幹管路

①耐震対策の施された配水池有効容量

①耐震管延長

②全浄水施設能力

③配水池耐震化率（＝①/②）

３　耐震性貯水槽

100
100
100
100
100
100
100
100
60

令和２年度 9 箇所 860
令和元年度 9 箇所 860
平成30年度 9 箇所 860
平成29年度 9 箇所 860
平成28年度 9 箇所 860

※上下水道局は、消防局、公園管理部局より委託を受け点検を行っている。

４　応急給水設備

名称 数量 計 合計

17台 17,000㍑ 17,000㍑ 17,000㍑

17個 17,000㍑ 17,000㍑ 17,000㍑

1台

5台

1台

非常用水袋 36,000袋 216,000㍑ 264,480㍑ 398,160㍑

4組 4組 4組

4組 4組 4組

9組 9組 9組

11組 11組 11組

2個 2個 2個

18本 18本 18本

緊急作業車 3台 3台 3台

５　応急給水施設密度

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

箇所 24 24 23 23 22

ｋｍ2 324.16 324.16 324.16 324.16 323.49

箇所/100ｋｍ2 7.4 7.4 7.1 7.1 6.8

折りたたみ式タンク容量1,000㍑

3　渡鹿公園

折りたたみ式タンク応急給水塔

形状

①応急給水施設数

給水タンク

265,100㍑

②給水区域面積

Ｔ型　消火栓直結型　給水栓　２個付

※平成27年度までは応急給水施設数に、他部署所管の耐震性貯水槽（9箇所）を含める。

積載容量2,000㍑

積載容量1,700㍑

容量6㍑

１.25トン積みトラック

平成30年度

15,100㍑

令和元年度

Ａ型　SUS製　40Ａ　給水栓　４個付×２基

③応急給水施設密度（＝①/②）

Ｂ型　 SS製　40Ａ　給水栓　２個付×３基

9　池上中央公園

貯水量

（ｍ3）
施設名

2　錦ヶ丘公園
1　楠中央公園

所管

消防局
東部土木センター

東部土木センター
消防局

8　平成中央公園

4　秋津中央公園

7　白川公園

15,100㍑

西部土木センター

令和２年度

西部土木センター

5　蓮台寺公園
6　八王寺中央公園

給　水　車

積載容量3,400㍑

15,100㍑

アルミタンク容量1,000㍑

西部土木センター

Ｃ型 SUS製 65Ａ　給水栓 ３個付×２基

Ｄ型　 VP製　20Ａ　給水栓　２個付

応急給水装置

東部土木センター
消防局

Ｃ型 SUS製 65Ａ　給水栓 ４個付×２基
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【下水道】
１１　下水道ポンプ場及び浄化センターの耐震化率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

箇所 67 59 53 52 51

箇所 198 201 201 200 200

％ 33.8 29.4 26.4 26.0 25.5

１２　下水道管路の耐震化率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｋｍ 1,018 948 918 900 875

ｋｍ 33 13 11 8 5

ｋｍ 2,664 2,595 2,555 2,537 2,512

％ 39.4 37.0 36.3 35.8 35.0

１３　浸水対策における重点６地区の対策率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ha 690.5 508.4 508.4 508.4 508.4

ha 1,175.6 1,175.6 1,175.6 1,175.6 1,175.6

％ 58.7 43.2 43.2 43.2 43.2

（参考）重点６地区一覧

雨水貯留管

①耐震化済施設数

②管路更生延長

①耐震管延長

鶯川第２排水区 桜木・花立

③管路延長

④下水道管路の耐震化率（＝①+②/③）

①重点６地区の改善排水面積

②重点６地区の総排水面積

③重点６地区の対策率（＝①/②）

加勢川第５排水区 出水・国府

坪井川第３排水区 高橋・城山大塘

井芹川第８・第１０排水区

主な地名

若葉・秋津新町・東町

花園３丁目

上熊本

排水区名

加勢川第６排水区

井芹川第９排水区

②施設数

③耐震化率（＝①/②）
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Ⅱ　水循環の保全

１　白川中流域水田を活用した地下水かん養事業

うち
水道事業
会計寄与

水田湛水
助成金
（千円）

事務
助成金
（千円）

492 1,477 679.2 47,393 42,683 4,710 21,800
383 1,149 551.5 41,073 36,363 4,710 19,715
405 1,215 558.9 42,245 37,535 4,710 19,433
359 1,077 506.2 39,272 34,562 4,710 18,458
48 144 67.7 6,708 4,358 2,350 3,152

２　水源かん養林の整備による地下水かん養

３　阿蘇郡西原村の国有林を活用した水源かん養林の整備

４　直結給水率
単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

件 276,038 270,075 264,689 260,056 256,681

件 348,671 343,705 339,539 335,976 332,573

％ 79.2 78.6 78.0 77.4 77.2

　熊本市水道創設90周年事業として、林野庁の「法人の森林」制度を活用し、水源かん養林「熊本市水道の森」の整備を実
施した。かん養林の面積は3.04ha、推定かん養量は年間2,060㎥となっている。

①直結給水件数

②給水件数

直結給水率（＝①/②）

平成29年度

　熊本市が平成16年2月に「熊本市水源かん養林整備方針」を策定し、水源地帯を抱える上流域自治体と連携しながら地域
が必要とする山林のあり方と本市が目的とする水源かん養林とを調整しながら水源かん養機能に重点をおいた森林整備を進
めている。平成27年4月1日に熊本市長と締結した「水源かん養林整備事業に関する協定書」に基づき、熊本市長が実施する
水源かん養林整備事業に参画し、事業に必要な経費の一部（事業費から国庫補助等を差し引いた額の2分の1）を負担して
いる。令和2年度の負担金は14,314千円、推定かん養量（局寄与分）は30万㎥となっている。

　水道水源である地下水を保全するために、また、熊本市地下水保全条例や熊本県地下水保全条例上の地下水大規模採
取者としての責務を果たすため、平成16年5月17日に熊本市長と締結した｢白川中流域水田を活用した地下水かん養事業に
関する協定書｣に基づき、熊本市長が実施する白川中流域水田を活用した地下水かん養事業に参画し、事業に必要な経費
の一部を負担している。

令和２年度
令和元年度
平成30年度

うち水道事業
会計負担金

（千円）

湛水
のべ面積

(ha)

推定
かん養量
（万㎥）

助成金
（千円）

※一般会計
年度

平成28年度

【下水道】
１１　下水道ポンプ場及び浄化センターの耐震化率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

箇所 67 59 53 52 51

箇所 198 201 201 200 200

％ 33.8 29.4 26.4 26.0 25.5

１２　下水道管路の耐震化率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｋｍ 1,018 948 918 900 875

ｋｍ 33 13 11 8 5

ｋｍ 2,664 2,595 2,555 2,537 2,512

％ 39.4 37.0 36.3 35.8 35.0

１３　浸水対策における重点６地区の対策率

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ha 690.5 508.4 508.4 508.4 508.4

ha 1,175.6 1,175.6 1,175.6 1,175.6 1,175.6

％ 58.7 43.2 43.2 43.2 43.2

（参考）重点６地区一覧

雨水貯留管

①耐震化済施設数

②管路更生延長

①耐震管延長

鶯川第２排水区 桜木・花立

③管路延長

④下水道管路の耐震化率（＝①+②/③）

①重点６地区の改善排水面積

②重点６地区の総排水面積

③重点６地区の対策率（＝①/②）

加勢川第５排水区 出水・国府

坪井川第３排水区 高橋・城山大塘

井芹川第８・第１０排水区

主な地名

若葉・秋津新町・東町

花園３丁目

上熊本

排水区名

加勢川第６排水区

井芹川第９排水区

②施設数

③耐震化率（＝①/②）
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５　下水処理水の再利用

（ｍ
3
/年）

中部
浄化センター

東部
浄化センター

南部
浄化センター

西部
浄化センター

城南町
浄化センター

6,782,557 3,607,457 1,370,310 988,181 427,641 811,229 10,096 10,390,014

4,879,646 3,733,902 1,381,325 996,077 498,937 824,348 33,215 8,613,548

4,888,927 2,673,935 1,376,569 1,030,540 108,905 155,116 2,805 7,562,862

7,397,610 2,531,518 1,297,774 981,399 102,208 143,367 6,770 9,929,128

7,678,658 2,617,399 1,329,859 1,038,383 89,378 146,963 12,816 10,296,057

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｍ
3 10,390,014 7,562,862 9,929,128 10,296,057 8,678,829

ｍ
3 79,710,141 78,484,342 79,840,938 81,094,241 77,584,690

％ 13.0 9.6 12.4 12.7 11.2
※再生水の使用率＝処理水利用量/総処理水量
※総処理水量は、市浄化センターの処理水量
※令和元年度より処理水の再利用量の算出方法を変更し統一しています。

６　汚水処理率
単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
人 731,426 731,933 732,217 731,754
人 660,810 656,907 655,441 651,795
人 4,129 4,205 4,288
人 44,732 45,105 45,940
人 0 0 0 0
人 710,140 705,768 704,751 702,023
％ 97.1 96.4 96.2 95.9

※住民基本台帳人口により算出（平成23年度までは、外国人登録数は含まない）

７　高度処理人口普及率
単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
人 0 0 0 0 0
人 731,426 731,933 732,217 731,754 733,638
％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

浄化センター

処理水利用量

再生水の使用率

総処理水量

年度

平成28年度

②行政区域内人口
③高度処理人口普及率（=①/②）

①高度処理を実施している人口

令和２年度

令和元年度

平成29年度

①行政区域内人口（住民基本台帳）
②下水道処理人口
③農業集落排水施設等整備済人口
④合併処理浄化槽設置済人口
⑤コミュニティプラント設置済人口
⑥汚水処理人口（＝②+③+④+⑤）
⑦汚水処理人口普及率（＝⑥/①）

平成30年度

農業用水

再利用の様子

合計

農業用水としての処理水の再利用
熊本市の南西部、白川と坪井川の間に挟まれた石塘堰樋土地改良区（対象水田面積

225ha）では河川流量の減少や河川改修等による取水性の悪化から度々干ばつ被害に悩ま
され、慢性的な水不足が生じていた。そこで安定した農業用水確保策として処理水再利用の
要請があり、昭和51年度から処理場内の試験田において６年間、さらに現地で3年間の実証
試験を経て昭和60年から中部浄化センターの処理水を農業用水として供給している。

浄化センターでの処理水の再利用
浄化センター内での使用水量を抑えるため、砂ろ過した後、場内の様々な場所において処

理水の再利用を進めている。今後、よりいっそうの再利用に努めていく。

731,572
657,885
3,974

44,499
0

706,358
96.6

3,952
45,378
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Ⅲ　資源・エネルギーの循環促進

１　エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｔ-CO2 26,600 23,220 33,778 36,513 40,233

ｔ-CO2 15,358 14,234 19,440 20,814 22,735

ｔ-CO2 11,121 8,868 13,946 15,078 16,785

ｔ-CO2 121 118 392 620 712

２　配水量１ｍ3あたり二酸化炭素排出量
単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｔ-CO2 14,234 14,234 19,440 20,814 22,735

ｍ
3 79,709,537 79,709,537 80,608,326 81,431,915 82,269,843

ｇ-CO2/ｍ
3 179 179 241 256 276

※単位に注意　①/②×10
6

３　処理人口１人あたり温室効果ガス排出量

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｔ-CO2 19,494 14,710 19,751 22,367 20,894

人 660,810 657,885 656,907 655,441 651,795

ｋｇ-CO2/人 29.5 22.4 30.1 34.1 32.1

④総処理水量（市営浄化センターのみ） ｍ
3 79,710,141 79,035,094 78,626,109 79,978,205 81,113,799

⑤処理水量1ｍ3あたり温室効果ガス排出量 ｇ-CO2/ｍ
3 245 186 251 280 258

※単位に注意　③＝①/②×10
3　
⑤＝①/④×10

6

※エネルギー使用に伴う排出量だけでなく、汚泥の焼却等により生じる排出量も含む。

４　水道施設における自然エネルギー発電量

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

kWh 263,293 237,809 273,634 271,098 240,104

箇所 6 6 6 6 6

※太陽光発電設備の設置箇所は、上下水道局本館・上下水道局別館・八景水谷送水場・亀井送水場・熊本市水の科学館。

５　下水汚泥の有効利用

設置箇所数

③処理人口１人あたり温室効果ガス排出量

管理事業を行う本社等

上下水道局全体

③配水量１ｍ
3
あたり二酸化炭素排出量

①下水道事業に係る温室効果ガス排出量

②処理区域内人口

水道施設における自然エネルギー発電量

工場等に係る事業の名称

上水道事業

下水道事業（下水道処理施設維持管理事業）

①水道事業に係る二酸化炭素排出量

②配水量

※小水力発電の設置箇所は、戸島送水場。

　　　　　　　戸島送水場

　　　　八景水谷送水場　　　　　上下水道局別館

　　　　　　　亀井送水場　　　 　　熊本市水の科学館

上下水道局本館　　

５　下水処理水の再利用

（ｍ
3
/年）

中部
浄化センター

東部
浄化センター

南部
浄化センター

西部
浄化センター

城南町
浄化センター

6,782,557 3,607,457 1,370,310 988,181 427,641 811,229 10,096 10,390,014

4,879,646 3,733,902 1,381,325 996,077 498,937 824,348 33,215 8,613,548

4,888,927 2,673,935 1,376,569 1,030,540 108,905 155,116 2,805 7,562,862

7,397,610 2,531,518 1,297,774 981,399 102,208 143,367 6,770 9,929,128

7,678,658 2,617,399 1,329,859 1,038,383 89,378 146,963 12,816 10,296,057

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｍ
3 10,390,014 7,562,862 9,929,128 10,296,057 8,678,829

ｍ
3 79,710,141 78,484,342 79,840,938 81,094,241 77,584,690

％ 13.0 9.6 12.4 12.7 11.2
※再生水の使用率＝処理水利用量/総処理水量
※総処理水量は、市浄化センターの処理水量
※令和元年度より処理水の再利用量の算出方法を変更し統一しています。

６　汚水処理率
単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
人 731,426 731,933 732,217 731,754 733,638
人 660,810 656,907 655,441 651,795 650,323
人 4,129 4,205 4,288 4,343
人 44,732 45,105 45,940 46,582
人 0 0 0 0 63
人 660,810 705,768 704,751 702,023 701,311
％ 90.3 96.4 96.2 95.9 95.6

※住民基本台帳人口により算出（平成23年度までは、外国人登録数は含まない）

７　高度処理人口普及率
単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
人 0 0 0 0 0
人 731,426 731,933 732,217 731,754 733,638
％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

浄化センター

⑦汚水人口処理普及率（＝⑥/①）

③農業集落排水施設等整備済人口
②下水道処理人口

処理水利用量

再生水の使用率

総処理水量

④合併処理浄化槽設置済人口
⑤コミュニティプラント設置済人口
⑥汚水処理人口（＝②+③+④+⑤）

年度

平成28年度

②行政区域内人口
③高度処理人口普及率（=①/②）

①高度処理を実施している人口

令和２年度

令和元年度

平成29年度

①行政区域内人口（住民基本台帳）

平成30年度

農業用水

再利用の様子

合計

農業用水としての処理水の再利用
熊本市の南西部、白川と坪井川の間に挟まれた石塘堰樋土地改良区（対象水田面積

225ha）では河川流量の減少や河川改修等による取水性の悪化から度々干ばつ被害に悩ま
され、慢性的な水不足が生じていた。そこで安定した農業用水確保策として処理水再利用の
要請があり、昭和51年度から処理場内の試験田において６年間、さらに現地で3年間の実証
試験を経て昭和60年から中部浄化センターの処理水を農業用水として供給している。

浄化センターでの処理水の再利用
浄化センター内での使用水量を抑えるため、砂ろ過した後、場内の様々な場所において処

理水の再利用を進めている。今後、よりいっそうの再利用に努めていく。
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５　汚泥の有効利用

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｔ 31,343 31,849 30,198 30,077 28,728

ｔ 8,381 7,988 7,853 9,207 8,592

ｔ 6,918 7,586 6,325 4,643 4,518

ｔ 16,044 16,275 16,020 16,226 15,617

ｔ 31,343 31,849 30,198 30,077 28,728

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

※温室効果ガス削減のため、汚泥固形燃料化施設を南部浄化センター内に建設。

　（平成24年度の固形燃料化は試運転のため、有効利用に含めない。）

※平成25年4月から南部浄化センター内において、汚泥固形燃料化施設（50ｔ／日）の運転を開始し、セメント化、コンポス

　せて有効利用率（汚泥リサイクル率）100％を達成した。

※処分量の内訳と合計は少数点以下の端数の関係上一致しない場合がある。

６　下水汚泥消化ガス発電

消化ガス発電のしくみ（中部浄化センター）

①汚泥発生量

固形燃料化施設 燃料化物（炭化固形物）

汚泥の有効利用率（＝⑤/①）

②セメント化

③コンポスト（堆肥）化

④固形燃料化

⑤汚泥の有効利用量（＝②+③+④）

消化ガスとは、下水処理で発生した汚泥が消化槽の中で微生物により分解されるときに発生するメタンとCO2を含んだ可
性ガスのことです。
熊本市の浄化センターでは、消化ガスを消化タンクの加温や給湯などに使用していますが、処理場経費のさらなる削減

室効果ガス排出削減を目指し、平成25年度より中部浄化センターにおいて、また平成28年度より東部浄化センターにおい
消化ガスを利用した発電を開始しました。
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Ⅳ　お客さまを真ん中にした事業運営

１　上下水道施設見学者数 （単位：人）

令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

82 2,012 3,353 3,293 2,555

0 2,596 2,307 2,041 1,434

31,855 91,153 127,282 108,481 95,939

31,937 95,761 132,942 113,815 99,928

※水道施設見学者数：水道の普及啓発に係る施設見学等

※下水道施設見学者数：下水道の普及啓発に係る施設見学等

※水の科学館来館者数：水の科学館への来館者数

２　出前教室等参加者数 （単位：人）

令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

1,714 2,190 1,684 1,945 3,332

1,666 1,028 1,450 1,845 2,944

3,380 3,218 3,134 3,790 6,276

３　ホームページ閲覧数

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ホームページ閲覧者数 人 226,994 167,862 162,669 156,658 462,619

ホームページ閲覧数 件 755,822 576,509 566,153 576,430 2,104,339

水道施設の見学者数

下水道施設の見学者数

水の科学館来館者数

合計

合計

水道出前教室

下水道出前教室

５　汚泥の有効利用

単位 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

ｔ 31,343 31,849 30,198 30,077 28,728

ｔ 8,381 7,988 7,853 9,207 8,592

ｔ 6,918 7,586 6,325 4,643 4,518

ｔ 16,044 16,275 16,020 16,226 15,617

ｔ 31,343 31,849 30,198 30,077 28,728

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

※温室効果ガス削減のため、汚泥固形燃料化施設を南部浄化センター内に建設。

　（平成24年度の固形燃料化は試運転のため、有効利用に含めない。）

※平成25年4月から南部浄化センター内において、汚泥固形燃料化施設（50ｔ／日）の運転を開始し、セメント化、コンポス

　せて有効利用率（汚泥リサイクル率）100％を達成した。

※処分量の内訳と合計は少数点以下の端数の関係上一致しない場合がある。

６　下水汚泥消化ガス発電

消化ガス発電のしくみ（中部浄化センター）

①汚泥発生量

固形燃料化施設 燃料化物（炭化固形物）

汚泥の有効利用率（＝⑤/①）

②セメント化

③コンポスト（堆肥）化

④固形燃料化

⑤汚泥の有効利用量（＝②+③+④）

消化ガスとは、下水処理で発生した汚泥が消化槽の中で微生物により分解されるときに発生するメタンとCO2を含んだ可
性ガスのことです。
熊本市の浄化センターでは、消化ガスを消化タンクの加温や給湯などに使用していますが、処理場経費のさらなる削減

室効果ガス排出削減を目指し、平成25年度より中部浄化センターにおいて、また平成28年度より東部浄化センターにおい
消化ガスを利用した発電を開始しました。
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４　アンケート回答数 （単位：件、％）

令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

147 444 495 469 176

0 0 23 63 64

222 294 282 373 287

1,382 1,212 1,215 1,194 1,250

40.0 38.1 36.0 36.3 36.8

89.0 86.7 88.1 94.6 90.5

1,751 1,950 2,015 2,099 1,777

※各設問について、｢とても感じる｣または｢やや感じる｣と回答した人の合計を示す

５　パンフレット等の作成状況 （単位：部）

令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

- - - - -

2,000 2,000 2,000 2,000 1,500

0 2,000 0 2,000 0

1,000 1,000 1,000 0 2,000

0 0 0 0 2,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 5,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

※上下水道局だよりは平成26年度から地域情報誌に掲載。

上下水道に関するアンケート（件）

下水道の普及啓発に伴うアンケート（件）

水の科学館でのアンケート（件）

上下水道のしおり

合計（件）

上下水道局だより※

熊本市の水道

情報提供満足度（％）※

広報活動の認知度（％）※

水道の普及啓発に伴うアンケート（件）

つないで、使って！下水道

わたしたちの水道（八景水谷水源地）

熊本市の下水道

くらしと下水道

下水道のしくみと助成

健軍水源地の概要

わたしたちの水道

熊本市上下水道ガイド

蛇口から聞こえる熊本の水道の物語
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Ⅴ　検針・水道料金・下水道使用料

１　検針状況

区分
事故件数内訳(件）

人員 検針件数 完全検針件数 検針率

年度・月
（件） （件）

令和２年度 1,091 1,946,359 1,945,908 117 163 6 12 153 451 99.98% 1,785
令和２年4月 94 159,704 159,681 5 9 0 3 6 23 99.99% 1,699

5月 92 163,597 163,553 8 22 1 0 13 44 99.97% 1,778
6月 92 160,204 160,189 1 5 0 1 8 15 99.99% 1,741
7月 91 164,009 163,968 10 14 2 1 14 41 99.98% 1,802
8月 92 160,094 160,060 6 5 0 1 22 34 99.98% 1,740
9月 91 164,162 164,102 14 26 2 0 18 60 99.96% 1,804

10月 90 159,976 159,953 8 9 0 1 5 23 99.99% 1,778
11月 90 164,512 164,458 20 13 1 2 18 54 99.97% 1,828
12月 90 160,033 160,001 11 7 0 1 13 32 99.98% 1,778

令和３年1月 91 164,338 164,279 10 28 0 0 21 59 99.96% 1,806
2月 87 160,560 160,540 11 7 0 1 1 20 99.99% 1,846
3月 91 165,170 165,124 13 18 0 1 14 46 99.97% 1,815

令和元年度 1,092 1,920,528 1,920,069 143 157 6 18 135 459 99.98% 1,759
平成30年度 1,020 1,881,971 1,881,536 102 121 12 21 179 435 99.98% 1,846
平成29年度 1,030 1,855,463 1,855,089 136 93 6 12 85 332 99.98% 1,802
平成28年度 1,026 1,866,527 1,862,299 315 188 19 15 3,636 4,173 99.77% 1,819

２　水道料金累積収納状況
調　定　額

件数（件） 金額（円）
3,693,704 12,639,537,688
3,646,029 12,580,475,125
3,598,148 12,612,136,860
3,562,027 12,724,846,239
3,396,306 11,762,544,516

３　下水道使用料累積収納状況
調　定　額

件数（件） 金額（円）
3,378,319 11,269,930,548
3,324,796 11,273,721,351
3,272,830 11,342,137,154
3,229,083 11,418,546,246
3,079,480 10,633,295,680

４　水道料金収納方法別調定件数

件数（件） ％
2,904,993 80.67
2,858,435 80.48
2,815,772 80.32
2,782,389 80.14
2,666,207 80.35

99.87

86.3185.84

12,603,946,8743,593,619
3,558,309 12,717,915,691

19.33 3,601,091696,098

9,747,830,088

3,225,029

86.00

99.94
3,075,432 10,625,807,991 99.87 99.93

3,267,916 11,334,349,458 99.85 99.93
99.87

86.49

203
201

211

224
199

199

209
198

212

200

一人
一月
平均
件数
（件）

積荷 留守 埋り
位置
不明

一人
一日
平均
件数
（件）

その他 計

195

207

203

215
199
219
201

平成30年度

*令和２年度の収納額は、令和3年3月31日現在であり、東地区2月検針調定分は3月と4月に、西地区3月検針調定分は、4月と5月が納入期と
なり、納入期限が未到来のため、収納率が低くなっている。

*調定額は、洗管用水道料金等を含む。 「４ 収納方法別調定件数」の合計は、毎月の請求処理日時点（洗管用水道料金等を含まない）の統
計のため一致しない。

年  度
収　納　額 収納率（％）

件数（件） 金額（円） 件　　数

平成29年度
平成28年度

金　　額

99.943,392,639 11,755,552,902 99.89
99.9599.90
99.94

平成28年度
平成29年度

令和元年度
平成30年度

令和２年度 2,905,323
3,319,618 11,259,352,346 99.84 99.87

11,411,556,136

平成30年度
平成29年度
平成28年度 19.65

3,471,803
3,318,278652,071

689,414 19.86

令和元年度

件　　数 金　　額
令和２年度

年  度
収　納　額 収納率（％）

件数（件） 金額（円）

3,641,512 12,571,587,403 99.88 99.93
3,170,838 10,909,364,498

693,252 19.52 3,551,687令和元年度
689,872 19.68 3,505,644

令和２年度

*令和２年度の収納額は、令和3年3月31日現在であり、東地区2月検針調定分は3月と4月に、西地区3月検針調定分は、4月と5月が納入期と
なり、納入期限が未到来のため、収納率が低くなっている。

口座制 納付制 合計
年  度

件数（件） ％ 件数（件）

４　アンケート回答数 （単位：件、％）

令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

147 444 495 469 176

0 0 23 63 64

222 294 282 373 287

1,382 1,212 1,215 1,194 1,250

40.0 38.1 36.0 36.3 36.8

89.0 86.7 88.1 94.6 90.5

1,751 1,950 2,015 2,099 1,777

※各設問について、｢とても感じる｣または｢やや感じる｣と回答した人の合計を示す

５　パンフレット等の作成状況 （単位：部）

令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

- - - - -

2,000 2,000 2,000 2,000 1,500

0 2,000 0 2,000 0

1,000 1,000 1,000 0 2,000

0 0 0 0 2,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 5,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

※上下水道局だよりは平成26年度から地域情報誌に掲載。

上下水道に関するアンケート（件）

下水道の普及啓発に伴うアンケート（件）

水の科学館でのアンケート（件）

上下水道のしおり

合計（件）

上下水道局だより※

熊本市の水道

情報提供満足度（％）※

広報活動の認知度（％）※

水道の普及啓発に伴うアンケート（件）

つないで、使って！下水道

わたしたちの水道（八景水谷水源地）

熊本市の下水道

くらしと下水道

下水道のしくみと助成

健軍水源地の概要

わたしたちの水道

熊本市上下水道ガイド

蛇口から聞こえる熊本の水道の物語
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５　水道料金改定の変遷
実施年月日

区　分

月１２m
3
以下 月１２m

3
以下 １０ m

3 以下

１円２銭 ９６銭 1 円

２００m
3
以下 １００m

3
以下 統　　合

１m
3
　８．５銭 １m

3
　８銭 １ m

3 に付 最低料金制を

２０１m
3
以上 １０１m

3
以上 １０ 銭 廃止

１m
3
　６．８銭 １m

3
　６．４銭

月１２m
3
以下 月４０m

3
以下 ４０ m

3 以下 使用料

１円２銭 ２円８０銭 ３ 円 ６０ 銭 １m
3
 に付

２００m
3
以下 ２００m

3
以下 ２０銭

１m
3
　８．５銭 １m

3
　７銭 1 m

3 に付

２０１m
3
以上 ２０１m

3
以上 ９ 銭

１m
3
　６．８銭 １m

3
　５．６銭

月１２m
3
以下 月５００m

3
以下 ５００ m

3 以下

７８銭 ３２円５０銭 ４５ 円

２００m
3
以下 ５００m

3
以下

１m
3
　６.５銭 １m

3
　６.５銭 1 m

3 に付

２０１m
3
以上 ５０１m

3
以上 ９ 銭

１m
3
　５.２銭 １m

3
　５．２銭

月１２m
3
以下 月２００m

3
以下 ２００ m

3 以下

５４銭 ９円 １２ 円

２００m
3
以下 ２００m

3
以下

１m
3
　４.５銭 １m

3
　４.５銭 1 m

3 に付 １m
3
に付

２０１m
3
以上 ２０１m

3
以上 ６ 銭 １２銭

１m
3
　３.６銭 １m

3
　３.６銭

一時用水 １m3に付 １６銭 左　　　同 ２０ 銭 ４０銭

娯楽用水 １m3に付 ２８銭 〃 ３５ 銭 ７０銭

月６.５m
3
以下 ６.５ m

3 以下

３９銭 ４８ 銭

６.５m
3
を超える 1 m

3 に付 １m
3
に付

１m
3
　６銭 ８ 銭 １６銭

月６.５m
3
以下 ６.５ m

3 以下

５２銭 ６０ 銭

６.５m
3
を超える 1 m

3 に付 １m
3
に付

１m
3
　８銭 １０ 銭 ２０銭

最低料金制を

家事用水のみ 廃止し給水栓

値下げ １個に付２０

銭を徴収

※制定当時は、計量制と定額制の２本立であり、定額制は１戸５人までは１カ月１円、１人増す毎に１５銭、  支栓１個増す毎に
２０銭、浴槽１個３０銭。

〃

最低料金

最低料金

最低料金

最低料金

超過料金

超過料金

超過料金

１m3に付

超過料金

最低料金制を廃止

１m3に付

超過料金

左　　　同

S21.4.1S18.7.1T13.10.1

基本料金

基本料金

超過料金

基本料金

S2.5.1

超過料金

基本料金

備　　考

水道料金納付方法

超過料金

超過料金

最低料金

共用
（公設）

備　　考

超過料金

納付方法

〃

〃

〃

年４期納付制

家事用水

営業用水

汽車用水

湯屋用水

超過料金

共用
（私設）

最低料金

昭和19年度より
年６期集金制に
改正

基本料金

昭和１０年度より月納集金
制に改正

基本料金

廃　　止

超過料金

廃　　止
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基本水量

１m
3
に付 ８m

3
８m

3
８m

3
８m

3
８m

3

５０銭 1 円 20 銭 3 円 60 銭 7 円

基本料金

８０円 ９６円 １２０円 １８０円 ２４０円

超過料金

１m
3

１m
3

１m
3

１m
3

１m
3

１０円 １３円 １７円 ２２円 ３２円

基本水量１５０m
3

１５０m
3

１５０m
3

１５０m
3

１５０m
3

基本料金９７５円 １,１７０円 １,４６０円 １,５００円 ２,０００円

超過料金１m
3

１m
3

１m
3

１m
3

１m
3

１m
3
に付 ６円５０銭 ８円５０銭 １１円 １１円 １５円

３０銭 72 銭 2 円 20 銭 4 円 50 銭

１円 2 円 20 銭 7 円 20 銭 14 円 50 銭 ２０円 ２５円 ３０円 ４０円 ５５円

１円７５銭 4 円 20 銭 12 円 24 円 ４０円 ５０円 ６０円 ８０円 廃　止

基本水量６m
3

６m
3

６m
3 統　　合

基本料金４８円 ５５円 ７０円 基本水量

１m
3
に付 超過料金１m

3
１m

3
１m

3
６m

3
６m

3

４０銭 96 銭 3 円 6 円 ８円 １０円 １３円 基本料金

基本水量６m
3

６m
3

６m
3 ９０円 １２０円

基本料金６０円 ７２円 ９０円 超過料金

１m
3
に付 超過料金１m

3
１m

3
１m

3
１m

3
　１６円 １m

3
　２２円

５０銭 1 円 20 銭 3 円 60 銭 7 円 １０円 １３円 １７円

給水栓 左　同　２円 取付水栓料 改定率平均 改定率平均

１個に付50銭 基本料金制を実施 廃止 ２６．２０％ ４１．３０％

S38.11.1S22.11.1 S23.10.1S22.3.1 S33.4.1S25.2.1 S26.12.1 S28.6.1

―

１m
3
に付

S22.6.1

１m
3
に付

―

―

左　　　同

左　同１円 左　同１円 左　同２円

左　　　同 左　　　同
毎月集金
制に改正

左　　　同左　　　同 左　　　同

１m
3
に付

１m
3
に付

― ―

１m
3
に付 １m

3
に付１m

3
に付

―

―

１m
3
に付

―

１m
3
に付

左　　　同 左　　　同

１m
3
に付

――

１m
3
に付

―

１m
3
に付

―

５　水道料金改定の変遷
実施年月日

区　分

月１２m
3
以下 月１２m

3
以下 １０ m

3 以下

１円２銭 ９６銭 1 円

２００m
3
以下 １００m

3
以下 統　　合

１m
3
　８．５銭 １m

3
　８銭 １ m

3 に付 最低料金制を

２０１m
3
以上 １０１m

3
以上 １０ 銭 廃止

１m
3
　６．８銭 １m

3
　６．４銭

月１２m
3
以下 月４０m

3
以下 ４０ m

3 以下 使用料

１円２銭 ２円８０銭 ３ 円 ６０ 銭 １m
3
 に付

２００m
3
以下 ２００m

3
以下 ２０銭

１m
3
　８．５銭 １m

3
　７銭 1 m

3 に付

２０１m
3
以上 ２０１m

3
以上 ９ 銭

１m
3
　６．８銭 １m

3
　５．６銭

月１２m
3
以下 月５００m

3
以下 ５００ m

3 以下

７８銭 ３２円５０銭 ４５ 円

２００m
3
以下 ５００m

3
以下

１m
3
　６.５銭 １m

3
　６.５銭 1 m

3 に付

２０１m
3
以上 ５０１m

3
以上 ９ 銭

１m
3
　５.２銭 １m

3
　５．２銭

月１２m
3
以下 月２００m

3
以下 ２００ m

3 以下

５４銭 ９円 １２ 円

２００m
3
以下 ２００m

3
以下

１m
3
　４.５銭 １m

3
　４.５銭 1 m

3 に付 １m
3
に付

２０１m
3
以上 ２０１m

3
以上 ６ 銭 １２銭

１m
3
　３.６銭 １m

3
　３.６銭

一時用水 １m3に付 １６銭 左　　　同 ２０ 銭 ４０銭

娯楽用水 １m3に付 ２８銭 〃 ３５ 銭 ７０銭

月６.５m
3
以下 ６.５ m

3 以下

３９銭 ４８ 銭

６.５m
3
を超える 1 m

3 に付 １m
3
に付

１m
3
　６銭 ８ 銭 １６銭

月６.５m
3
以下 ６.５ m

3 以下

５２銭 ６０ 銭

６.５m
3
を超える 1 m

3 に付 １m
3
に付

１m
3
　８銭 １０ 銭 ２０銭

最低料金制を

家事用水のみ 廃止し給水栓

値下げ １個に付２０

銭を徴収

※制定当時は、計量制と定額制の２本立であり、定額制は１戸５人までは１カ月１円、１人増す毎に１５銭、  支栓１個増す毎に
２０銭、浴槽１個３０銭。

〃

最低料金

最低料金

最低料金

最低料金

超過料金

超過料金

超過料金

１m3に付

超過料金

最低料金制を廃止

１m3に付

超過料金

左　　　同

S21.4.1S18.7.1T13.10.1

基本料金

基本料金

超過料金

基本料金

S2.5.1

超過料金

基本料金

備　　考

水道料金納付方法

超過料金

超過料金

最低料金

共用
（公設）

備　　考

超過料金

納付方法

〃

〃

〃

年４期納付制

家事用水

営業用水

汽車用水

湯屋用水

超過料金

共用
（私設）

最低料金

昭和19年度より
年６期集金制に
改正

基本料金

昭和１０年度より月納集金
制に改正

基本料金

廃　　止

超過料金

廃　　止
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区分

第一段 第二段 第一段 第二段 第三段 第四段

一

般

用

４０mm １,０００円 １,４００円

５０mm １,５００円 ２,１００円

７５mm ３,０００円 ４,２００円

１００mm ５,０００円 ７,０００円

１５０mm １０,０００円 １４,０００円

１５０m
3
以下 １５０m

3
以下

２,０００円 ２,６００円

一  時  用

　一般用料金は、従量制を設定

　逓増料金方式を採用。

昭和48年4月1日 昭和51年1月1日

基本料金 基本料金
従量料金（１m3につき） 従量料金（１m3につき）

  ９m3以上

２０m3以下
５８円

２１m3以上

３０m3以下
６５円

３１m3以上

４０m3以下
７３円

４１m3以上
８３円

２１m3以上

３０m3以下
 ６８円

３１m3以上

４０m3以下
７７円

４１m3以上
８８円

８m
3
以下

３６０円

  ９m
3
以上

３０m
3
以下

４０円

３１m
3
以上

４１円

  ９m3以上

２０m3以下
 ６０円

　用途別料金体系を廃止、口径別料金体
系を採用、浴場営業用、一時用、共用栓
については、用途別を存置し料金を据
置。

３１m
3
以上

４１円

各毎月。（昭和３９．８採用）

集金制、納付制、銀行口座振替制、

総合平均２８.８％  家庭用２２.２％

（原案）３４.９８％

総合平均７４％  家庭用３８.９％

（原案）７４％

左　　　　　同

左　　　　　同

左　　　　　同

　口径区分を現行の６区分を７区分（１３mmを独立）に改定、従量
料金も２段階を４段階とし、逓増方式を強化。

口径５０mm未満・演習２０分以内
１個１回につき３００円

口径５０mm以上・演習２０分以内
１個１回につき６００円

１戸につき、一般用の料金を適用する。

２０m3以下
６８円

２１m3以上

５０m3以下
７８円

 基本水量を超える水量　　　３０円
１戸につき

６m
3
以下

１２０円

７m
3
以上

２２円

１m
3
につき　　９５円 １m

3
につき　　２００円

１戸につき

 ６m
3
以下

  １５０円

１５１m
3
以上

１５円
１５１m

3
以上

２０円

３０m
3
以下

４０円

料金
徴収方法

改　定　率

実施年月日

口径別

  ５１m3以上

１００m3以下
８９円

１０１m3以上
 １０１円

１３mm

２０mm

２５mm

浴場営業用

共用給水装置

私設消火栓

連合専用
給水装置

備　　考

８m
3
以下

２８０円

　前受料金制を廃止。

８m
3
以下

３８０円
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平成元年

4 月 1 日

第一段 第二段 第三段 第四段 第一段 第二段 第三段 第四段

１，８００円 ２，８００円

４，０００円 ６，２００円

７，０００円 １１，０００円

１２，０００円 １９，０００円

２５，０００円 ４０，０００円

１５０m
3
以下 １５０m

3
以下

３，０００円 ４，０００円

１m
3
につき　　２４０円

総合平均

３.００％

５０m3以下
 １５０円

  ５１m
3
以上

１００m
3
以下

 １６０円

１０１m
3
以上

５００m
3
以下

 １８０円

５０１m
3
以上

２１０円

料金は、左
記料金表の
基本料金と
従量料金と
の合計額に
１００分の１０
３を乗じて
得た額(１円
未満の端数
は、切り捨
て)とする。

１戸につき

６m
3
以下

３００円

１５１m
3
以上

４０円

基本水量を超える水量　　５０円

１m
3
につき　　３６０円

左　　　　　同

左　　　　　同

左　　　　　同

          （原案）４８.６７％

総合平均 ４８.６７％  家庭用 ４３.５５％

左　　同

　料金体系は、前回を踏襲した。料金水準につき、生活
用水と浴場営業用の改定率の緩和を図り、共同住宅料
金の適正化を実施。

平成元年
８月請求
分から適
用

３１m3以上

４０m3以下
１３０円

４１m3以上
１５０円

８m
3
以下

７３０円

８m
3
以下

１,０３０円

昭和53年2月1日 昭和59年2月1日

４１m3以上
１００円

従量料金（１m3につき） 従量料金（１m3につき）
基本料金

９m3以上

２０m3以下
１００円

９m3以上

２０m3以下
７０円

２１m3以上

３０m3以下
８０円

３１m3以上

４０m3以下
９０円

１０１m
3
以上

５００m
3
以下

 １２０円

８m
3
以下

４００円

８m
3
以下

５００円

８m
3
以下

７００円

基本料金

８m
3
以下

 ５８０円

２１m3以上

３０m3以下
１２０円

総合平均 ２２.４６％  家庭用 １７.８％

   （原案）２２.４６％

左　　　　　同

左　　　　　同

左　　　　　同

　口径１３、２０、２５mmの基本料金について、各々格差を
設けた。

　従量料金については、口径１３～２５mmと、４０mm以上
の２区画とし、ともに逓増方式を更に強化。

５０m3以下
１００円

５１m
3
以上

１００m
3
以下

１１０円

１５１m
3
以上

２０円

１戸につき

 ６m
3
以下

  ２００円
基本水量を超える水量　　　３０円

５０１m
3
以上

 １３５円

区分

第一段 第二段 第一段 第二段 第三段 第四段

一

般

用

４０mm １,０００円 １,４００円

５０mm １,５００円 ２,１００円

７５mm ３,０００円 ４,２００円

１００mm ５,０００円 ７,０００円

１５０mm １０,０００円 １４,０００円

１５０m
3
以下 １５０m

3
以下

２,０００円 ２,６００円

一  時  用

　一般用料金は、従量制を設定

　逓増料金方式を採用。

昭和48年4月1日 昭和51年1月1日

基本料金 基本料金
従量料金（１m3につき） 従量料金（１m3につき）

  ９m3以上

２０m3以下
５８円

２１m3以上

３０m3以下
６５円

３１m3以上

４０m3以下
７３円

４１m3以上
８３円

２１m3以上

３０m3以下
 ６８円

３１m3以上

４０m3以下
７７円

４１m3以上
８８円

８m
3
以下

３６０円

  ９m
3
以上

３０m
3
以下

４０円

３１m
3
以上

４１円

  ９m3以上

２０m3以下
 ６０円

　用途別料金体系を廃止、口径別料金体
系を採用、浴場営業用、一時用、共用栓
については、用途別を存置し料金を据
置。

３１m
3
以上

４１円

各毎月。（昭和３９．８採用）

集金制、納付制、銀行口座振替制、

総合平均２８.８％  家庭用２２.２％

（原案）３４.９８％

総合平均７４％  家庭用３８.９％

（原案）７４％

左　　　　　同

左　　　　　同

左　　　　　同

　口径区分を現行の６区分を７区分（１３mmを独立）に改定、従量
料金も２段階を４段階とし、逓増方式を強化。

口径５０mm未満・演習２０分以内
１個１回につき３００円

口径５０mm以上・演習２０分以内
１個１回につき６００円

１戸につき、一般用の料金を適用する。

２０m3以下
６８円

２１m3以上

５０m3以下
７８円

 基本水量を超える水量　　　３０円
１戸につき

６m
3
以下

１２０円

７m
3
以上

２２円

１m
3
につき　　９５円 １m

3
につき　　２００円

１戸につき

 ６m
3
以下

  １５０円

１５１m
3
以上

１５円
１５１m

3
以上

２０円

３０m
3
以下

４０円

料金
徴収方法

改　定　率

実施年月日

口径別

  ５１m3以上

１００m3以下
８９円

１０１m3以上
 １０１円

１３mm

２０mm

２５mm

浴場営業用

共用給水装置

私設消火栓

連合専用
給水装置

備　　考

８m
3
以下

２８０円

　前受料金制を廃止。

８m
3
以下

３８０円
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平成4年2月1日 平 成 9 年

区分 従量料金（１m3につき） 4 月 1 日

第一段 第二段 第三段 第四段

m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円

一

般

用

４０mm ３,８５０円 m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円

５０mm ８,３５０円

７５mm １４,８５０円

１００mm ２５,６００円

１５０mm ５５,０００円

　また、生活用水と浴場営業用については、改定率の緩和を図った。

改　 定 　率 総合平均

（消費税抜き額により算出） ２.００％

口径別　　

左　　同

　基本水量を超える水量 　　　１m
3
につき　　　 ６５円

１m
3
につき　　　５２５円

151m
3
以上　　　 １m

3
につき　　　５５円

集金制、納付制、銀行口座振替制、各毎月

基本料金

１８５ 41以上31～40１３５ 21～30 １６０

１０m
3
以下

 １,０５０円

11～20

501以上101～500

１３mm

１０m
3
以下

　
１,３９０円

         （原案）４５.５８％

１戸につき

６m
3
以下

４００円

浴 場 営 業 用 １５０m
3
以下

５,２００円

※税抜表示
料金は、料金表の基本料金と従量料金との合計額に１００分の１０３を乗じて
得た額（１円未満の端数は、切り捨て）とする。

※　連合栓給水装置について平成9年度条例改定時に「１戸につき口径13ﾐﾘﾒｰﾄﾙの一般用の料金を適用する」に変更。

口径５０mm以上演習２０分以内１個１回につき　　　６００円

１戸につき一般用の料金を適用する。

料金徴収方法

総合平均　４５.５８％　　　　家庭用　３４.７４％

口径５０mm未満演習２０分以内１個１回につき　　　３００円

連合専用給水装置

１０m
3
以下

１,８４０円

実施年月日

２０mm

２５mm

共用給水装置

一   時   用

私 設 消 火 栓

備　　　　考

料金は、左
記料金表の
基本料金と
従量料金と
の合計額に
１００分の１０
５を乗じて
得た額(１円
未満の端数
は、切り捨
て)とする。

　料金体系は、前回を踏襲した。但し口径13mm～25mmの基本水量分につ

いては、８m
3
から１０m

3
へ変更した。

平成９年８
月請求分
から適用

２９０1～50 ２２０ 51～100 ２４０ ２６０

２２０
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区分 従量料金（１m3につき）
第一段 第二段 第三段 第四段 第五段

m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円 m
3 円

４０mm 4,042.5円 m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円

５０mm 8,767.5円

７５mm 15,592.5円

１００mm 26,880円

１５０mm 57,750円

料金徴収方法

1～10 168 31～40

273 501以上231

浴 場 営 業 用

１m
3
につき　　　551.25円

151m
3
以上　　　 １m

3
につき　　　57.75円

1～50

150m
3
以下

5,460円

一   時   用

51～100

基本料金
口径別　　

1,302円

一
般
用

２５mm

945円

口径５０mm未満演習２０分以内１個１回につき　　　315円

口径５０mm以上演習２０分以内１個１回につき　　　630円

―改　 定 　率

私 設 消 火 栓

（1）基本水量制の廃止
（2）使用開始及び使用廃止時の料金算定方法の改正（日割計算方式）
 (3）水道料金の総額表示
 (4）共用給水装置の用途廃止
 (5）連合専用給水装置の用途廃止

※税込表示
料金は、料金表の基本料金と従量料金との合計額（１円未満の端数切り捨て）

納付制、銀行口座振替制、各毎月

備　　　　考

１３mm

２０mm

1,774.5円

304.5252 101～500

平成21年9月1日

15.75 11～20

実施年月日

141.75 231194.25 41以上21～30

平成4年2月1日 平 成 9 年

区分 従量料金（１m3につき） 4 月 1 日

第一段 第二段 第三段 第四段

m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円

一

般

用

４０mm ３,８５０円 m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円

５０mm ８,３５０円

７５mm １４,８５０円

１００mm ２５,６００円

１５０mm ５５,０００円

　また、生活用水と浴場営業用については、改定率の緩和を図った。

改　 定 　率 総合平均

（消費税抜き額により算出） ２.００％

口径別　　

左　　同

　基本水量を超える水量 　　　１m
3
につき　　　 ６５円

１m
3
につき　　　５２５円

151m
3
以上　　　 １m

3
につき　　　５５円

集金制、納付制、銀行口座振替制、各毎月

基本料金

１８５ 41以上31～40１３５ 21～30 １６０

１０m
3
以下

 １,０５０円

11～20

501以上101～500

１３mm

１０m
3
以下

　
１,３９０円

         （原案）４５.５８％

１戸につき

６m
3
以下

４００円

浴 場 営 業 用 １５０m
3
以下

５,２００円

※税抜表示
料金は、料金表の基本料金と従量料金との合計額に１００分の１０３を乗じて
得た額（１円未満の端数は、切り捨て）とする。

※　連合栓給水装置について平成9年度条例改定時に「１戸につき口径13ﾐﾘﾒｰﾄﾙの一般用の料金を適用する」に変更。

口径５０mm以上演習２０分以内１個１回につき　　　６００円

１戸につき一般用の料金を適用する。

料金徴収方法

総合平均　４５.５８％　　　　家庭用　３４.７４％

口径５０mm未満演習２０分以内１個１回につき　　　３００円

連合専用給水装置

１０m
3
以下

１,８４０円

実施年月日

２０mm

２５mm

共用給水装置

一   時   用

私 設 消 火 栓

備　　　　考

料金は、左
記料金表の
基本料金と
従量料金と
の合計額に
１００分の１０
５を乗じて
得た額(１円
未満の端数
は、切り捨
て)とする。

　料金体系は、前回を踏襲した。但し口径13mm～25mmの基本水量分につ

いては、８m
3
から１０m

3
へ変更した。

平成９年８
月請求分
から適用

２９０1～50 ２２０ 51～100 ２４０ ２６０

２２０
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区分 従量料金（１m3につき）
口径別 第一段 第二段 第三段 第四段 第五段

m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円 m
3 円

４０mm 4,158円 m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円

５０mm 9,018円

７５mm 16,038円

１００mm 27,648円

１５０mm 59,400円

平成26年4月1日実施年月日

基本料金

一
般
用

１３mm 972円

1～50 237.6

41以上 237.6
２０mm 1,339.2円

２５mm 1,825.2円

1～10 16.2 11～20 145.8 21～30 172.8

51～100 259.2 101～500 280.8 501以上 313.2

31～40 199.8

浴 場 営 業 用 150m
3
以下

5,616円
151m

3
以上　　　 １m

3
につき　　　59.4円

一   時   用 １m
3
につき　　　567円

備　　　　考

消費税率改定に伴う水道料金等の改定
平成２６年８月請求分から適用

※税込表示
料金は、料金表の基本料金と従量料金との合計額（１円未満の端数切り捨て）

料金徴収方法 納付制、銀行口座振替制、各毎月

改　 定 　率 ―

私 設 消 火 栓
口径５０mm未満演習２０分以内１個１回につき　　　324円

口径５０mm以上演習２０分以内１個１回につき　　　648円
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区分 従量料金（１m3につき）
口径別 第一段 第二段 第三段 第四段 第五段

m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円 m
3 円

４０mm 4,235円 m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円

５０mm 9,185円

７５mm 16,335円

１００mm 28,160円

１５０mm 60,500円

６　共同住宅の料金
（１）各戸にメーターを設置するもの

（２）各戸にメーターを設置していないもの
　当該共同住宅の総使用水量をその戸数で除して得た水量を基礎とし、各戸毎に水道料金表の一般用 メーター口径２０
mmの規定を適用して算出した額の合計額（１円未満は、切り捨て）とする。

料金徴収方法 納付制、銀行口座振替制、各毎月

改　 定 　率 ―

　各戸ごとに当該メーター口径により算出した額（１円未満は切り捨て）とする。

私 設 消 火 栓
口径５０mm未満演習２０分以内１個１回につき　　　330円

口径５０mm以上演習２０分以内１個１回につき　　　660円

備　　　　考

消費税率改定に伴う水道料金等の改定
令和２年２月請求分から適用

※税込表示
料金は、料金表の基本料金と従量料金との合計額（１円未満の端数切り捨て）

浴 場 営 業 用 150m
3
以下

5,720円
151m

3
以上　　　 １m

3
につき　　　60.5円

一   時   用 １m
3
につき　　　577.5円

２０mm 1,364円

２５mm 1,859円

1～50 242 51～100 264 101～500 286 501以上 319

実施年月日 令和元年10月1日

基本料金

一
般
用

１３mm 990円

1～10 16.5 11～20 148.5 21～30 176 31～40 203.5 41以上 242

区分 従量料金（１m3につき）
口径別 第一段 第二段 第三段 第四段 第五段

m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円 m
3 円

４０mm 4,158円 m
3 円 m

3 円 m
3 円 m

3 円

５０mm 9,018円

７５mm 16,038円

１００mm 27,648円

１５０mm 59,400円

平成26年4月1日実施年月日

基本料金

一
般
用

１３mm 972円

1～50 237.6

41以上 237.6
２０mm 1,339.2円

２５mm 1,825.2円

1～10 16.2 11～20 145.8 21～30 172.8

51～100 259.2 101～500 280.8 501以上 313.2

31～40 199.8

浴 場 営 業 用 150m
3
以下

5,616円
151m

3
以上　　　 １m

3
につき　　　59.4円

一   時   用 １m
3
につき　　　567円

備　　　　考

消費税率改定に伴う水道料金等の改定
平成２６年８月請求分から適用

※税込表示
料金は、料金表の基本料金と従量料金との合計額（１円未満の端数切り捨て）

料金徴収方法 納付制、銀行口座振替制、各毎月

改　 定 　率 ―

私 設 消 火 栓
口径５０mm未満演習２０分以内１個１回につき　　　324円

口径５０mm以上演習２０分以内１個１回につき　　　648円
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７　量水器
（１）年度別設置数 （単位：個）

口径

（２）購入状況

口径 R２年度 R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 R２年度 R元年度 H30年度 H29年度 H28年度

5,500 6,514 7,950 6,600 6,900 10,560 13,914 16,937 14,242 15,095

3,016 3,000 5,700 3,010 5,820 7,829 8,133 15,896 8,436 16,024

240 2 282 280 500 829 9 1,009 998 1,863

0 240 90 110 131 0 2,739 1,043 1,247 1,499

140 42 190 235 85 6,697 2,060 10,157 12,944 4,544

60 0 65 75 45 4,422 0 5,321 5,792 3,694

10 0 6 15 10 1,265 0 680 1,912 1,404

0 1 2 5 1 0 245 481 1,156 248

8,966 9,799 14,285 10,330 13,492 31,602 27,100 51,524 46,727 44,371

（３）量水器出入庫管理状況
購　入 修  理 廃  棄

件  数 うち委託 件  数 うち委託 件  数 うち委託 個  数 個  数 個  数
10,975 2,769 6,350 5,327 41,949 41,674 8,966 46,220 6,931
7,761 1,638 4,222 3,490 26,663 26,404 5,500 29,700 5,250
2,990 1,105 1,949 1,730 13,922 13,909 3,016 15,000 1,300
153 22 129 86 968 967 240 1,040 160
59 4 38 16 210 208 0 480 60
9 0 9 4 131 131 140 0 120
3 0 2 1 40 40 60 0 26
0 0 1 0 15 15 10 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,161 2,159 6,775 5,519 39,224 39,050 9,799 43,000 10,348
11,795 2,018 5,130 3,401 43,039 42,506 14,285 37,800 6,735
12,054 2,728 10,961 9,210 39,941 39,448 10,330 36,050 5,892
10,745 3,508 12,252 10,323 40,386 39,935 13,492 40,110 7,151

（４）量水器改良工事施工状況 （単位：件）

平成29年度 310,585

２０㎜

令和元年度

４０㎜

１５０㎜

2,098

322

54

8

１５０㎜

２５㎜

１３㎜

年度

４０㎜

１３㎜
２０㎜

１５０㎜

令和2年度

１００㎜

５０㎜
７５㎜

227,003

55

7

316,819

２０㎜

6,576

１３㎜

２５㎜

88,993

6,579

５０㎜

７５㎜

１００㎜ 55

8

平成30年度

852

平成28年度令和元年度

219,520

87,394

215,563

85,210

6,510

848

５０㎜

７５㎜

合　計 321,787

令和２年度

227,003

90,362

6,598

2,168

851

2,137

年度

平成29年度

0

令和２年度

0

令和元年度

0 0

取   付 取 外

8

327,366

購 入 数  （個） 購 入 金 額 （千円）

327,366

2,168

54

216,412

844

2,074

320

9

310,585 310,343

据付個数

851

7

5857

84,067

222,842

6,574

2,066

321

平成28年度

0

施　工 
 種  別

0

0 0 0
0
0 3 0

0 0

0 31

1

0
合　　計

0
0

位 置 変 更

平成30年度

0
0
0

改造　その他

位 置 上 げ
量水器箱取付

平成29年度

321

831

326

合　計

２５㎜
４０㎜

平成30年度

90,362

１００㎜

平成28年度 310,343

322

6,598

321,787
316,819

(単位：件）
取　　替



７　量水器
（１）年度別設置数 （単位：個）

口径

（２）購入状況

口径 R２年度 R元年度 H30年度 H29年度 H28年度 R２年度 R元年度 H30年度 H29年度 H28年度

5,500 6,514 7,950 6,600 6,900 10,560 13,914 16,937 14,242 15,095

3,016 3,000 5,700 3,010 5,820 7,829 8,133 15,896 8,436 16,024

240 2 282 280 500 829 9 1,009 998 1,863

0 240 90 110 131 0 2,739 1,043 1,247 1,499

140 42 190 235 85 6,697 2,060 10,157 12,944 4,544

60 0 65 75 45 4,422 0 5,321 5,792 3,694

10 0 6 15 10 1,265 0 680 1,912 1,404

0 1 2 5 1 0 245 481 1,156 248

8,966 9,799 14,285 10,330 13,492 31,602 27,100 51,524 46,727 44,371

（３）量水器出入庫管理状況
購　入 修  理 廃  棄

件  数 うち委託 件  数 うち委託 件  数 うち委託 個  数 個  数 個  数
10,975 2,769 6,350 5,327 41,949 41,674 8,966 46,220 6,931
7,761 1,638 4,222 3,490 26,663 26,404 5,500 29,700 5,250
2,990 1,105 1,949 1,730 13,922 13,909 3,016 15,000 1,300
153 22 129 86 968 967 240 1,040 160
59 4 38 16 210 208 0 480 60
9 0 9 4 131 131 140 0 120
3 0 2 1 40 40 60 0 26
0 0 1 0 15 15 10 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,161 2,159 6,775 5,519 39,224 39,050 9,799 43,000 10,348
11,795 2,018 5,130 3,401 43,039 42,506 14,285 37,800 6,735
12,054 2,728 10,961 9,210 39,941 39,448 10,330 36,050 5,892
10,745 3,508 12,252 10,323 40,386 39,935 13,492 40,110 7,151

（４）量水器改良工事施工状況 （単位：件）

平成29年度 310,585

２０㎜

令和元年度

４０㎜

１５０㎜

2,098

322

54

8

１５０㎜

２５㎜

１３㎜

年度

４０㎜

１３㎜
２０㎜

１５０㎜

令和2年度

１００㎜

５０㎜
７５㎜

227,003

55

7

316,819

２０㎜

6,576

１３㎜

２５㎜

88,993

6,579

５０㎜

７５㎜

１００㎜ 55

8

平成30年度

852

平成28年度令和元年度

219,520

87,394

215,563

85,210

6,510

848

５０㎜

７５㎜

合　計 321,787

令和２年度

227,003

90,362

6,598

2,168

851

2,137

年度

平成29年度

0

令和２年度

0

令和元年度

0 0

取   付 取 外

8

327,366

購 入 数  （個） 購 入 金 額 （千円）

327,366

2,168

54

216,412

844

2,074

320

9

310,585 310,343

据付個数

851

7

5857

84,067

222,842

6,574

2,066

321

平成28年度

0

施　工 
 種  別

0

0 0 0
0
0 3 0

0 0

0 31

1

0
合　　計

0
0

位 置 変 更

平成30年度

0
0
0

改造　その他

位 置 上 げ
量水器箱取付

平成29年度

321

831

326

合　計

２５㎜
４０㎜

平成30年度

90,362

１００㎜

平成28年度 310,343

322

6,598

321,787
316,819

(単位：件）
取　　替
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８　下水道使用料改定の変遷

基本使用料8ｍ3まで 基本使用料8ｍ3まで 基本使用料

80円 150円 8ｍ3まで

9ｍ3以上10ｍ3まで 9ｍ3以上 300円

1ｍ3につき10円 10ｍ3まで 9ｍ3以上

11ｍ3以上20ｍ3まで 1ｍ3につき20円 20ｍ3まで

1ｍ3につき20円 11ｍ3以上

21ｍ3以上30ｍ3まで 20ｍ3まで 1ｍ3につき40円

1ｍ3につき21円 1ｍ3につき25円

31ｍ3以上50ｍ3まで 21ｍ3以上 21ｍ3以上

1ｍ3につき23円 50ｍ3まで 50ｍ3まで

51ｍ3以上 1ｍ3につき30円 1ｍ3につき50円

1ｍ3につき25円 51ｍ3以上 51ｍ3以上

基本使用料8ｍ3まで 200ｍ3まで 200ｍ3まで

80円 1ｍ3につき35円 1ｍ3につき60円

9ｍ3以上10ｍ3まで 201ｍ3以上 201ｍ3以上

500ｍ3まで

1ｍ3につき40円 1ｍ3につき70円

11ｍ3以上20ｍ3まで 501ｍ3以上

1ｍ3につき80円

21ｍ3以上

1ｍ3につき5円

1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき

5円 5円 5円

１世帯につき １世帯につき １世帯につき １世帯につき

（５人まで）30円

１人増すごとに5円

2000ｍ3まで

1ｍ3につき15円

2001ｍ3以上

5000ｍ3まで

1ｍ3につき30円

5001ｍ3以上

1ｍ3につき40円

1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき

2円 5円 5円 5円

消
費
税
等

※税抜表示
料金は、上記料金
表の基本料金と従
量料金との合計額
に１００分の１０３を
乗じて得た額(１円
未満の端数は、切
り捨て)とする。

- 172.00% 68.50% 93.60% 3.00%

*水道水以外による汚水：井戸水、温泉水など

昭和34年8月

水道料金の
１７％

水道料金の
１７％

昭和51年10月

公
衆
浴
場
と

一
般
家
庭
の
兼
用

昭和59年4月 昭和64年1月

同左

改定率

同左

同左

家
庭
用

営
業
用

水道水による汚水
一般用と同様

同左

平成元年4月

同左

一
般
家
庭
用
及
び
営
業
用

公
衆

浴
場

一
般
用

消
費
税
等

同左

同左

1ｍ
3につき

水道料金の
１７％

1ｍ3につき20円

家
庭
用

水
道
水
に
よ
る
汚
水

営
業
用

同左

同左

水
道
水
以
外
に
よ
る
汚
水

公
衆

浴
場

公
衆

浴
場

公
衆

浴
場

1ｍ3につき

1ｍ3につき10円

3円 6円

80円 150円 300円

同左
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８　下水道使用料改定の変遷（つづき）

基本使用料 基本使用料 基本使用料 基本使用料 基本使用料

10ｍ3まで 10ｍ3まで 10ｍ3まで 10ｍ3まで 850円

1ｍ3以上

10ｍ3まで

1ｍ3につき14円

11ｍ3以上 11ｍ3以上 11ｍ3以上 11ｍ3以上 11ｍ3以上

20ｍ3まで 20ｍ3まで 20ｍ3まで 20ｍ3まで 20ｍ3まで

1ｍ3につき50円 1ｍ3につき70円 1ｍ3につき90円 1ｍ3につき125円 1ｍ3につき125円

21ｍ3以上 21ｍ3以上 21ｍ3以上 21ｍ3以上 21ｍ3以上

50ｍ3まで 50ｍ3まで 50ｍ3まで 50ｍ3まで 50ｍ3まで

1ｍ3につき65円 1ｍ3につき90円 1ｍ3につき115円 1ｍ3につき165円 1ｍ3につき165円

51ｍ3以上 51ｍ3以上 51ｍ3以上 51ｍ3以上 51ｍ3以上

200ｍ3まで 200ｍ3まで 200ｍ3まで 200ｍ3まで 200ｍ3まで

1ｍ3につき85円 1ｍ3につき125円 1ｍ3につき165円 1ｍ3につき200円 1ｍ3につき200円

201ｍ3以上 201ｍ3以上 201ｍ3以上 201ｍ3以上 201ｍ3以上

500ｍ3まで 500ｍ3まで 500ｍ3まで 500ｍ3まで 500ｍ3まで

1ｍ3につき100円 1ｍ3につき150円 1ｍ3につき200円 1ｍ3につき240円 1ｍ3につき240円

501ｍ3以上 501ｍ3以上 501ｍ3以上 501ｍ3以上 501ｍ3以上

2000ｍ3まで 2000ｍ3まで 2000ｍ3まで 2000ｍ3まで 2000ｍ3まで

1ｍ3につき120円 1ｍ3につき185円 1ｍ3につき250円 1ｍ3につき280円 1ｍ3につき280円

2001ｍ3以上 2001ｍ3以上 2001ｍ3以上 2001ｍ3以上 2001ｍ3以上

1ｍ3につき140円 1ｍ3につき220円 1ｍ3につき300円 1ｍ3につき325円 1ｍ3につき325円

1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき

5円 5円 10円 12円 12円

１世帯につき １世帯につき １世帯につき １世帯につき １世帯につき

1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき 1ｍ3につき

5円 5円 10円 12円 12円

※税抜表示
料金は、上記料金表の基
本料金と従量料金との合
計額に１００分の１０３を乗
じて得た額(１円未満の端
数は、切り捨て)とする。

※税抜表示
料金は、上記料金表の
基本料金と従量料金と
の合計額に１００分の１０
５を乗じて得た額(１円未
満の端数は、切り捨て)と
する。

※税抜表示
料金は、上記料金表の
基本料金と従量料金と
の合計額に１００分の１０
５を乗じて得た額(１円未
満の端数は、切り捨て)と
する。

※税込表示
料金は、上記料金表の
基本料金と従量料金と
の合計額

※税込表示
料金は、上記料金表の
基本料金と従量料金と
の合計額

37.33% 44.91% 30.58% 18.54% -

*水道水以外による汚水：井戸水、温泉水など

消
費
税
等

平成17年11月

800円400円

平成5年6月

600円

平成9年5月 平成13年4月

990円

1,700円

水道水による汚水
一般用と同様

水道水による汚水
一般用と同様

水道水による汚水
一般用と同様

1,000円500円

水
道
水
に
よ
る
汚
水

水
道
水
以
外
に
よ
る
汚
水

公
衆

浴
場

一
般
用

1,700円

水道水による汚水
一般用と同様

平成21年9月

1,300円

水道水による汚水
一般用と同様

公
衆

浴
場

家
庭
用

営
業
用
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基本使用料 基本使用料 別表１

874.28円 890.47円 1人 2人 3人 4人 5人

1ｍ3以上 1ｍ3以上 9㎥ 15㎥ 20㎥ 24㎥ 28㎥

10ｍ3まで 10ｍ3まで ※ 4人以上の場合は、3人の水量に1人増加するごとに4㎥を加えた水量。

1ｍ3につき14.39円 1ｍ3につき14.65円 別表２

11ｍ3以上 11ｍ3以上 1人 2人 3人 4人 5人

20ｍ3まで 20ｍ3まで トイレ 2㎥ 4㎥ 6㎥ 7㎥ 8㎥

1ｍ3につき128.57円 1ｍ3につき130.95円 風呂 2㎥ 3㎥ 4㎥ 5㎥ 6㎥

21ｍ3以上 21ｍ3以上 炊事 2㎥ 3㎥ 4㎥ 5㎥ 6㎥

50ｍ3まで 50ｍ3まで 洗濯 2㎥ 3㎥ 4㎥ 5㎥ 6㎥

1ｍ3につき169.71円 1ｍ3につき172.85円 洗顔その他 1㎥ 2㎥ 2㎥ 2㎥ 2㎥

51ｍ3以上 51ｍ3以上 ※ 4人以上の場合は、3人の水量に1人増加するごとに用途に応じ、

200ｍ3まで 200ｍ3まで 　  トイレ1㎥、風呂1㎥、炊事1㎥、洗濯1㎥を加えた水量。

1ｍ3につき205.71円 1ｍ3につき209.51円

201ｍ3以上 201ｍ3以上

500ｍ3まで 500ｍ3まで

1ｍ3につき246.85円 1ｍ3につき251.42円

501ｍ3以上 501ｍ3以上

2000ｍ3まで 2000ｍ3まで

1ｍ3につき287.99円 1ｍ3につき293.32円

2001ｍ3以上 2001ｍ3以上

1ｍ3につき334.28円 1ｍ3につき340.47円

1ｍ3につき 1ｍ3につき

12.34円 12.56円

1ｍ3につき 1ｍ3につき

12.34円 12.56円

※税込表示
料金は、上記料金表の基
本料金と従量料金との合
計額

※税込表示
料金は、上記料金表の基
本料金と従量料金との合
計額

- -

令和元年10月

(1)メーターが設置してある場
合：メーターで計量した使用水
量により算定
(2)メーターがない場合：使用人
数及び用途に応じた認定水量
により算定
（別表1,2により算定）

水道水による汚水
一般用と同様

使用人数

認
定
水
量
人
員
・

用
途
別

使用人数

人員割認定水量

平成26年4月

水道水による汚水
一般用と同様

(1)メーターが設置してある場
合：メーターで計量した使用水
量により算定
(2)メーターがない場合：使用人
数及び用途に応じた認定水量
により算定
（別表1,2により算定）
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Ⅵ　組織・機構
１　機構図（令和3年3月31日現在）

総務課 総務班、人事班、管財班

熊本市上下水事業管理者

技監

総務部長

首席審議員

経営企画課 企画広報班、財政班、情報システム管理班

出納室 水道班、下水道班

料金課 業務班、料金調定第一班、料金調定第二班、賦課対策班

債権管理室 債権管理班

給排水設備課 業務班、給水装置班、排水設備班

計画整備部長

計画調整課 管理班、水道計画班、下水道計画班、事業調整班

技術監理室 技術監理班、技術研修班、図面情報班

水道整備課 施設班、設備班、工事第一班、工事第二班

管路維持課 水道維持班、下水道維持班、下水道保全班、渉外工事班

下水道整備課 施設班、工事第一班、工事第二班、工事第三班

維持管理部長

水相談課 管理班、サービス班、漏水防止班、老朽管対策班

西部上下水道ｾﾝﾀｰ

北部上下水道ｾﾝﾀｰ

南部上下水道ｾﾝﾀｰ

水再生課 施設管理第一班、施設管理第二班、水質指導班、水質管理班

中部浄化ｾﾝﾀｰ 管理第一班、管理第二班

維持補修ｾﾝﾀｰ 維持補修班

水運用課 計画班、運用班、施設管理班、施設維持班

水質管理室 管理班、検査班

基本使用料 基本使用料 別表１

874.28円 890.47円 1人 2人 3人 4人 5人

1ｍ3以上 1ｍ3以上 9㎥ 15㎥ 20㎥ 24㎥ 28㎥

10ｍ3まで 10ｍ3まで ※ 4人以上の場合は、3人の水量に1人増加するごとに4㎥を加えた水量。

1ｍ3につき14.39円 1ｍ3につき14.65円 別表２

11ｍ3以上 11ｍ3以上 1人 2人 3人 4人 5人

20ｍ3まで 20ｍ3まで トイレ 2㎥ 4㎥ 6㎥ 7㎥ 8㎥

1ｍ3につき128.57円 1ｍ3につき130.95円 風呂 2㎥ 3㎥ 4㎥ 5㎥ 6㎥

21ｍ3以上 21ｍ3以上 炊事 2㎥ 3㎥ 4㎥ 5㎥ 6㎥

50ｍ3まで 50ｍ3まで 洗濯 2㎥ 3㎥ 4㎥ 5㎥ 6㎥

1ｍ3につき169.71円 1ｍ3につき172.85円 洗顔その他 1㎥ 2㎥ 2㎥ 2㎥ 2㎥

51ｍ3以上 51ｍ3以上 ※ 4人以上の場合は、3人の水量に1人増加するごとに用途に応じ、

200ｍ3まで 200ｍ3まで 　  トイレ1㎥、風呂1㎥、炊事1㎥、洗濯1㎥を加えた水量。

1ｍ3につき205.71円 1ｍ3につき209.51円

201ｍ3以上 201ｍ3以上

500ｍ3まで 500ｍ3まで

1ｍ3につき246.85円 1ｍ3につき251.42円

501ｍ3以上 501ｍ3以上

2000ｍ3まで 2000ｍ3まで

1ｍ3につき287.99円 1ｍ3につき293.32円

2001ｍ3以上 2001ｍ3以上

1ｍ3につき334.28円 1ｍ3につき340.47円

1ｍ3につき 1ｍ3につき

12.34円 12.56円

1ｍ3につき 1ｍ3につき

12.34円 12.56円

※税込表示
料金は、上記料金表の基
本料金と従量料金との合
計額

※税込表示
料金は、上記料金表の基
本料金と従量料金との合
計額

- -

令和元年10月

(1)メーターが設置してある場
合：メーターで計量した使用水
量により算定
(2)メーターがない場合：使用人
数及び用途に応じた認定水量
により算定
（別表1,2により算定）

水道水による汚水
一般用と同様

使用人数

認
定
水
量
人
員
・

用
途
別

使用人数

人員割認定水量

平成26年4月

水道水による汚水
一般用と同様

(1)メーターが設置してある場
合：メーターで計量した使用水
量により算定
(2)メーターがない場合：使用人
数及び用途に応じた認定水量
により算定
（別表1,2により算定）
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２　事務分掌（令和3年3月31日現在）

　総務課

1 局内事務の総合的調整及び連絡調整に関すること。

2 条例及び規程の制定改廃に関すること。

3 文書の収発及び管理に関すること。

4 公印の管理に関すること。

5 日本水道協会及び熊本県下水道協会に関すること。

6 熊本市上下水道サービス公社に関すること。

7 危機管理及び災害対策に関すること。

8 不用品の処分に関すること。

9 請負工事等の入札及び契約に関すること。

10 組織に関すること。

11 職員の任免、服務、分限、賞罰その他身分取扱いに関すること。

12 研修に関すること。

13 職員の給与及び退職手当に関すること。

14 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

15 局有財産の取得、管理及び処分に関すること（他の課又は室の所管に属する事務を除く。）。

16 庁舎の維持管理に関すること（他の課又は室の所管に属する事務を除く。）。

17 公用車の管理に関すること。

18 職員の安全運転及び交通事故処理に関すること。

　経営企画課

1 事業経営の企画、調整、調査、分析及び改善に関すること。

2 市議会に関すること。

3 熊本市上下水道事業運営審議会に関すること。

4 事業統計に関すること。

5 広報及び広聴に関すること。

6 水の科学館に関すること。

7 財政計画に関すること。

8 企業債に関すること。

9 予算に関すること。

10 工業用水道事業に関すること(他の課又は室の所管に属する事務を除く。)。

11 情報化施策の推進及び調整に関すること。

12 情報システムの総括に関すること。

13 出納室に関すること。

　出納室

1 決算に関すること。

2 支払の審査及び執行に関すること。

3 出納預託に関すること。

4 現金及び有価証券等の出納及び保管に関すること。

5 資金運用及び一時借入金に関すること。

6 固定資産に関すること。

7 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

　料金課

1 水道及び下水道の使用の開始及び休止に関すること。

2 使用水量（水道に係るものに限る。）及び排除汚水量の計量及び認定に関すること。

3 水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の調定及び減免に関すること。

4 水道料金等の転居等清算に関すること。

5 水道料金等の収納に関すること。

6 水道料金等の還付及び充当に関すること。

7 量水器に関すること。

8 債権管理室に関すること。

　債権管理室

1 水道料金等の滞納整理に関すること。

2 水道料金の未納による給水停止の執行及び解除に関すること。

3 水道料金等の不納欠損処分に関すること。

4 債権の管理及び滞納整理対策等の総合的企画及び調整に関すること。

5 債権を保有する所管課への助言及び指導等の支援に関すること。

6 上下水道事業管理者が特に必要と認めた局の債権（以下「引継債権」という。）の滞納整理に関すること。
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7 引継債権に係る訴訟、和解、調停及び放棄に関すること。

　給排水設備課

1 給水装置工事及び給水施設工事に関すること。

2 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。

3 加入金(受託給水装置工事に伴うものを除く。)及び手数料の収納に関すること。

4 下水道事業受益者負担金及び区域外流入分担金に関すること。

5 水洗便所改造資金に関すること。

6 排水設備に関すること。

7 給水設備の確認に関すること。

8 配管図面の交付に関すること。

　計画調整課

1

2 水道施設、工業用水道施設及び下水道施設の整備に係る計画及び調整に関すること。

3 西部浄化センター処理水放流に伴う水産振興事業に関すること。

4 下水道資源の有効活用に関すること。

5 下水道雨水事業の整備に係る調整に関すること。

6 技術監理室に関すること。

7 課内、水道整備課及び下水道整備課の庶務に関すること。

　技術監理室

1 工事の検査に関すること。

2 工事監理の指導及び技術研修に関すること。

3 工事の技術基準、積算基準等に関すること。

4 配管図面に関すること（他課の所管に属する事務を除く。）。

5 下水道台帳に関すること。

　水道整備課

1 水道施設及び工業用水道施設の整備工事に関すること。

　下水道整備課

1 下水道施設の整備工事に関すること。

2 下水道雨水事業に関すること。

3 私道への下水道布設に関すること。

4 花園・島崎地区浸水対策施設技術検証委員会に関すること。

　水相談課

1 水道施設管路、工業用水道施設管路及び給水管の漏水防止に関すること。

2 給水装置及び給水施設に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの対応に関すること。

3 下水道管渠施設及び排水設備に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの初期対応に関すること。

4 配水管布設工事についての要望及び相談に関すること。

5 老朽給水管の更新に関すること。

6 貯蔵品の経理及び保管に関すること。

7 西部上下水道センター、北部上下水道センター及び南部上下水道センターに関すること。

8 課内、管路維持課、水運用課及び水再生課の庶務に関すること。

　西部上下水道センター、北部上下水道センター及び南部上下水道センター

1 工業用水道に係る使用水量の計量及び認定に関すること（南部上下水道センターに限る。）。

2 工業用水道料金に関すること（南部上下水道センターに限る。）。

3 貯蔵品の保管及び受払に関すること。

4

5 水道施設管路、工業用水道施設管路（南部上下水道センターに限る。）及び給水管の維持管理に関すること。

6 水道施設管路、工業用水道施設管路（南部上下水道センターに限る。）及び給水管の漏水防止に関すること。

7

8 下水道管渠施設及び排水設備に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの初期対応に関すること。

9 受託給水装置工事に伴う加入金に関すること（北部上下水道センターに限る。）。

10 受託給水工事費に関すること（北部上下水道センターに限る。）。

　管路維持課

1 水道施設管路及び付帯施設、工業用水道施設管路及び付帯施設並びに給水管の維持管理に関すること。

水道事業の認可、下水道事業の事業計画の策定及び変更並びに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に基
づく届出に関すること。

水道施設、工業用水道施設（南部上下水道センターに限る。）及び下水道施設の異常、故障等に係る初期対応に
関すること。

給水施設（南部上下水道センターに限る。）及び給水装置に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの対応に関
すること。



220

災

害

対

策

水

循

環

環

境

配

慮

広

報

水

道

料

金

下
水
道
使
用
料

工

業

用

水

道

組
織
・
機
構

2 貯蔵品の受払に関すること。

3 下水道管渠施設の維持管理に関すること。

4 水防業務の統括に関すること。

5 水道施設管路、工業用水道施設管路、下水道管渠施設及び給水管の移設の渉外に関すること。

6 維持補修センターに関すること。

　維持補修センター

1 下水道管渠施設の維持管理作業に関すること。

2 貯蔵品の保管に関すること。

　水運用課

1 水運用センターの維持管理に関すること。

2 水源の整備計画及び維持管理に関すること。

3 観測井のデータ分析及び維持管理に関すること。

4 水源地、配水池、加圧ポンプ所及び路上局の維持管理に関すること。

5 配水系統及び水圧の管理に関すること。

6 地下水障害に関すること。

7 水質管理室に関すること。

　水質管理室

1 水道及び工業用水道の水質検査に関すること。

2 水道及び工業用水道に係る水質の調査及び研究に関すること。

　水再生課

1 公共下水の終末処理に関すること。

2 放流水の水質に関すること。

3 マンホールポンプ及び浄化センターに属さないポンプ場等の管理に関すること。

4 浄化センターに関すること。

5 事業所排水の水質指導に関すること。

6 下水道の水質検査及び汚泥の分析に関すること。

7 下水道に係る水質の調査及び研究に関すること。

8 下水汚泥固形燃料化施設に関すること。

9 西部汚水1号幹線伏越施設の管理に関すること。

10 家畜排せつ物液、し尿及び浄化槽汚泥の処分に関すること。

　中部浄化センター

1 中部浄化センターの維持管理(し尿等処理を含む。)に関すること。

2 中部処理区中継ポンプ場の維持管理に関すること。
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３　職員数及び配置 （令和3年3月31日現在）

事務
職

技術
職

合計
事務
職

技術
職

合計

技監 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
総務部長 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
総務課 11 0 11 11 0 11 4 0 4 4 0 4 15

総務班 5 0 5 5 0 5 2 0 2 2 0 2 7
人事班 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 0 1 4
管財班 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 0 1 4

経営企画課 14 0 14 14 0 14 7 0 7 7 0 7 21
企画広報班 7 0 7 7 0 7 2 0 2 2 0 2 9
財政班 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2 5
情報ｼｽﾃﾑ管理班 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2

出納室 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2 5
水道班 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
下水道班 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2

料金課 20 0 20 20 0 20 13 0 13 13 0 13 33
業務班 8 0 8 8 0 8 1 0 1 1 0 1 9
料金調定第一班 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8
料金調定第二班 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6 6
賦課対策班 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 3

債権管理室 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3 7
債権管理班 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3 7

給排水設備課 16 6 22 16 6 22 8 0 8 8 0 8 30
業務班 6 1 7 6 1 7 0 0 0 0 0 0 7
給水装置班 10 5 15 10 5 15 0 0 0 0 0 0 15
排水設備班 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8 8

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
計画調整課 5 10 15 2 5 7 3 13 16 1 2 3 31

管理班 3 1 4 0 0 0 2 1 3 0 0 0 7
水道計画班 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
下水道計画班 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5
事業調整班 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5

技術監理室 2 5 7 2 5 7 1 2 3 1 2 3 10
技術監理班 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 3
技術研修班 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
図面情報班 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 5

水道整備課 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
施設班 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
設備班 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
工事第一班 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
工事第二班 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

下水道整備課 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 30
施設班 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10
工事第一班 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7
工事第二班 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7
工事第三班 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6

0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
水相談課 12 22 34 12 21 33 6 0 6 6 0 6 40

管理班 3 2 5 3 2 5 3 0 3 3 0 3 8
サービス班 4 1 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5
漏水防止班 0 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8
老朽管対策班 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 5

西部上下水道ｾﾝﾀｰ 1 3 4 1 3 4 1 0 1 1 0 1 5
北部上下水道ｾﾝﾀｰ 2 2 4 2 2 4 1 0 1 1 0 1 5

1 2 3 1 2 3 1 0 1 1 0 1 4
管路維持課 0 17 17 0 17 17 0 29 29 0 29 29 46

水道維持班 0 7 7 0 7 7 0 1 1 0 1 1 8
下水道維持班 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 6
下水道保全班 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 6
渉外工事班 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10

維持補修ｾﾝﾀｰ 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 16 16 16
維持補修班 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 16 16 16

水運用課 1 37 38 1 37 38 0 0 0 0 0 0 38
計画班 1 9 10 1 9 10 0 0 0 0 0 0 10
運用班 0 16 16 0 16 16 0 0 0 0 0 0 16
施設管理班 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
施設維持班 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

水質管理室 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6
管理班 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
検査班 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4

水再生課 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 47 47 47
施設管理第一班 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10

0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 5
水質指導班 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2
水質管理班 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4

中部浄化ｾﾝﾀｰ 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 26 26 26
管理第一班 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 22 22 22
管理第二班 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4

合計 81 124 205 78 88 166 41 120 161 39 78 117 366

＊　管理者及び再任用短時間職員（57人）を除き、再任用フルタイム職員（5名）を含む。課長補佐以上は、それぞれの筆頭班に含む。兼務職は、それぞれ兼務職に含む。

施設管理第二班

水道事業会計 下水道事業会計

合計事務
職

技術
職

合計

うち損益勘定職員
事務
職員

技術
職員

合計

うち損益勘定職員

首席審議員

計画整備部長

維持管理部長

南部上下水道ｾﾝﾀｰ
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４　勤続年数別職員構成

1 年未満 0 0.0 1 0.4 1 0.3

1 年以上 ～ 3 年未満 6 4.9 26 10.7 32 8.7

3 年以上 ～ 5 年未満 5 4.1 20 8.2 25 6.8

5 年以上 ～ 10 年未満 10 8.2 46 18.9 56 15.3

10 年以上 ～ 15 年未満 6 4.9 26 10.7 32 8.7

15 年以上 ～ 20 年未満 10 8.2 7 2.9 17 4.6

20 年以上 ～ 25 年未満 11 9.0 9 3.7 20 5.5

25 年以上 ～ 30 年未満 24 19.7 29 11.9 53 14.5

30 年以上 ～ 35 年未満 19 15.6 41 16.8 60 16.4

35 年以上 31 25.4 39 16.0 70 19.1

122 100.0 244 100.0 366 100.0

５　年齢別職員構成

20 歳未満 1 0.8 3 1.2 4 1.1

20 歳以上 ～ 25 歳未満 6 4.9 15 6.1 21 5.7

25 歳以上 ～ 30 歳未満 5 4.1 28 11.5 33 9.0

30 歳以上 ～ 35 歳未満 7 5.7 48 19.7 55 15.0

35 歳以上 ～ 40 歳未満 7 5.7 22 9.0 29 7.9

40 歳以上 ～ 45 歳未満 11 9.0 7 2.9 18 4.9

45 歳以上 ～ 50 歳未満 22 18.0 27 11.1 49 13.4

50 歳以上 ～ 55 歳未満 22 18.0 43 17.6 65 17.8

55 歳以上 ～ 60 歳未満 30 24.6 32 13.1 62 16.9

60 歳以上 11 9.0 19 7.8 30 8.2

122 100.0 244 100.0 366 100.0

　＊　管理者及び再任用短時間職員（57人）を除き、再任用フルタイム職員（5人）を含む。
  ＊　業務職員は技術職員に含む。

職員数（人） 比率（％）

計

平　均　年　齢 47歳5月 42歳0月 43歳10月

　＊　管理者及び再任用短時間職員（57人）を除き、再任用フルタイム職員（5人）を含む。
  ＊　業務職員は技術職員に含む。

（令和3年3月31日現在）

年　齢　別
事　務　職　員 技　術　職　員 全　職　員

職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％）

計

平　均　年　数 24年8月 19年0月 20年10月

（令和3年3月31日現在）

年　数　別
事　務　職　員 技　術　職　員 全　職　員

職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％）
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Ⅵ　組織・機構
１　機構図（令和3年4月1日現在）

水再生課 施設管理第一班、施設管理第二班、水質指導班、水質管理班

中部浄化ｾﾝﾀｰ 管理第一班、管理第二班

維持補修ｾﾝﾀｰ 維持補修班

水運用課 計画班、運用班、施設管理班、施設維持班

水質管理室 管理班、検査班

下水道維持課 維持班、指導班、保全班

下水道整備課 施設班、工事第一班、工事第二班、工事第三班

維持管理部長

水道維持課 管理班、漏水防止班、保全班、老朽管対策班、渉外工事班

西部上下水道ｾﾝﾀｰ

北部上下水道ｾﾝﾀｰ

南部上下水道ｾﾝﾀｰ

計画調整課 管理班、水道計画班、下水道計画班、事業調整班

技術監理室 技術監理班、技術研修班、図面情報班

水道整備課 施設班、設備班、工事第一班、工事第二班

債権管理室 債権管理班

給排水設備課 業務班、給水装置班、排水設備班

計画整備部長

経営企画課 企画広報班、財政班、情報化推進班

出納室 水道班、下水道班

料金課 業務班、料金調定第一班、料金調定第二班、賦課対策班

熊本市上下水事業管理者

総務部長

総務課 総務班、人事班、管財班

４　勤続年数別職員構成

1 年未満 0 0.0 1 0.4 1 0.3

1 年以上 ～ 3 年未満 6 4.9 26 10.7 32 8.7

3 年以上 ～ 5 年未満 5 4.1 20 8.2 25 6.8

5 年以上 ～ 10 年未満 10 8.2 46 18.9 56 15.3

10 年以上 ～ 15 年未満 6 4.9 26 10.7 32 8.7

15 年以上 ～ 20 年未満 10 8.2 7 2.9 17 4.6

20 年以上 ～ 25 年未満 11 9.0 9 3.7 20 5.5

25 年以上 ～ 30 年未満 24 19.7 29 11.9 53 14.5

30 年以上 ～ 35 年未満 19 15.6 41 16.8 60 16.4

35 年以上 31 25.4 39 16.0 70 19.1

122 100.0 244 100.0 366 100.0

５　年齢別職員構成

20 歳未満 1 0.8 3 1.2 4 1.1

20 歳以上 ～ 25 歳未満 6 4.9 15 6.1 21 5.7

25 歳以上 ～ 30 歳未満 5 4.1 28 11.5 33 9.0

30 歳以上 ～ 35 歳未満 7 5.7 48 19.7 55 15.0

35 歳以上 ～ 40 歳未満 7 5.7 22 9.0 29 7.9

40 歳以上 ～ 45 歳未満 11 9.0 7 2.9 18 4.9

45 歳以上 ～ 50 歳未満 22 18.0 27 11.1 49 13.4

50 歳以上 ～ 55 歳未満 22 18.0 43 17.6 65 17.8

55 歳以上 ～ 60 歳未満 30 24.6 32 13.1 62 16.9

60 歳以上 11 9.0 19 7.8 30 8.2

122 100.0 244 100.0 366 100.0

　＊　管理者及び再任用短時間職員（57人）を除き、再任用フルタイム職員（5人）を含む。
  ＊　業務職員は技術職員に含む。

職員数（人） 比率（％）

計

平　均　年　齢 47歳5月 42歳0月 43歳10月

　＊　管理者及び再任用短時間職員（57人）を除き、再任用フルタイム職員（5人）を含む。
  ＊　業務職員は技術職員に含む。

（令和3年3月31日現在）

年　齢　別
事　務　職　員 技　術　職　員 全　職　員

職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％）

計

平　均　年　数 24年8月 19年0月 20年10月

（令和3年3月31日現在）

年　数　別
事　務　職　員 技　術　職　員 全　職　員

職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％）
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２　事務分掌（令和3年4月1日現在）

　総務課

1 局内事務の総合的調整及び連絡調整に関すること。

2 条例及び規程の制定改廃に関すること。

3 文書の収発及び管理に関すること。

4 公印の管理に関すること。

5 日本水道協会及び熊本県下水道協会に関すること。

6 熊本市上下水道サービス公社に関すること。

7 危機管理及び災害対策に関すること。

8 不用品の処分に関すること。

9 請負工事等の入札及び契約に関すること。

10 組織に関すること。

11 職員の任免、服務、分限、賞罰その他身分取扱いに関すること。

12 研修に関すること。

13 職員の給与及び退職手当に関すること。

14 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

15 局有財産の取得、管理及び処分に関すること（他の課又は室の所管に属する事務を除く。）。

16 庁舎の維持管理に関すること（他の課又は室の所管に属する事務を除く。）。

17 公用車の管理に関すること。

18 職員の安全運転及び交通事故処理に関すること。

　経営企画課

1 事業経営の企画、調整、調査、分析及び改善に関すること。

2 市議会に関すること。

3 熊本市上下水道事業運営審議会に関すること。

4 熊本市上下水道局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

5 事業統計に関すること。

6 広報及び広聴に関すること。

7 水の科学館に関すること。

8 財政計画に関すること。

9 企業債に関すること。

10 予算に関すること。

11 工業用水道事業に関すること(他の課又は室の所管に属する事務を除く。)。

12 情報化施策の推進及び調整に関すること。

13 情報システムの総括に関すること。

14 出納室に関すること。

　出納室

1 決算に関すること。

2 支払の審査及び執行に関すること。

3 出納預託に関すること。

4 現金及び有価証券等の出納及び保管に関すること。

5 資金運用及び一時借入金に関すること。

6 固定資産に関すること。

7 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

　料金課

1 水道及び下水道の使用の開始及び休止に関すること。

2 使用水量及び排除汚水量の計量及び認定に関すること。

3 水道料金、工業用水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の調定及び減免に関すること。

4 水道料金等の転居等清算に関すること。

5 水道料金等の収納に関すること。

6 水道料金等の還付及び充当に関すること。

7 量水器に関すること。

8 債権管理室に関すること。

　債権管理室

1 水道料金等の滞納整理に関すること。

2 水道料金及び工業用水道料金の未納による給水停止の執行及び解除に関すること。

3 水道料金及び下水道使用料の不納欠損処分に関すること。

4 債権の管理及び滞納整理対策等の総合的企画及び調整に関すること。

5 債権を保有する所管課への助言及び指導等の支援に関すること。
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6 上下水道事業管理者が特に必要と認めた局の債権（以下「引継債権」という。）の滞納整理に関すること。

7 引継債権に係る訴訟、和解、調停及び放棄に関すること。

　給排水設備課

1 給水装置工事及び給水施設工事に関すること。

2 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。

3 加入金(受託給水装置工事に伴うものを除く。)及び手数料の収納に関すること。

4 下水道事業受益者負担金及び区域外流入分担金に関すること。

5 水洗便所改造資金に関すること。

6 排水設備に関すること。

7 給水設備の確認に関すること。

8 配管図面の交付に関すること。

　計画調整課

1

2 水道施設、工業用水道施設及び下水道施設の整備に係る計画及び調整に関すること。

3 配水管布設工事についての要望及び相談に関すること。

4 西部浄化センター処理水放流に伴う水産振興事業に関すること。

5 下水道資源の有効活用に関すること。

6 下水道雨水事業の整備に係る調整に関すること。

7 技術監理室に関すること。

8 課内、水道整備課及び下水道整備課の庶務に関すること。

　技術監理室

1 工事の検査に関すること。

2 工事監理の指導及び技術研修に関すること。

3 工事の技術基準、積算基準等に関すること。

4 熊本市上下水道管路情報システムの運用、管理及びデータ活用に関すること。

5 熊本市上下水道管路情報システムの情報セキュリティに関すること。

6 水道配管に係る占用許可の更新に関すること。

　水道整備課

1 水道施設及び工業用水道施設の整備工事に関すること。

　下水道整備課

1 下水道施設の整備工事に関すること。

2 下水道雨水事業に関すること。

3 私道への下水道布設に関すること。

4 花園・島崎地区浸水対策施設技術検証委員会に関すること。

　水道維持課

1 水道施設管路、工業用水道施設管路及び給水管の維持管理に関すること。

2 給水装置及び給水施設に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの対応に関すること。

3 老朽給水管の更新に関すること。

4 水道施設管路、工業用水道施設管路及び給水管の移設の渉外に関すること。

5 配水管布設審査会による布設工事に関すること。

6 貯蔵品の経理及び保管に関すること。

7 給水車及びその装備品の維持管理に関すること。

8 西部上下水道センター、北部上下水道センター及び南部上下水道センターに関すること。

9 課内、下水道維持課、水運用課及び水再生課の庶務に関すること。

　西部上下水道センター、北部上下水道センター及び南部上下水道センター

1 水道施設管路、工業用水道施設管路（南部上下水道センターに限る。）及び給水管の維持管理に関すること。

2 水道施設管路、工業用水道施設管路（南部上下水道センターに限る。）及び給水管の移設の渉外に関すること。

3

4 下水道管路施設及び排水設備に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの初期対応に関すること。

5 貯蔵品の保管及び受払に関すること。

6 給水車及びその装備品の維持管理に関すること。

7 受託給水装置工事に伴う加入金及び工事費に関すること（北部上下水道センターに限る。）。

水道事業の認可、下水道事業の事業計画の策定及び変更並びに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に基
づく届出に関すること。

給水装置及び給水施設（南部上下水道センターに限る。）に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの対応に関
すること。
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1 下水道管路施設の維持管理に関すること。

2 下水道管路施設に係る法定事務に関すること。

3 下水道管路施設の改築及び更新に関すること。

4 下水道管路施設の不明水対策に関すること。

5 下水道管路施設の包括的民間委託の導入に関すること。

6 水防業務の統括に関すること。

7 下水道管路施設の移設の渉外に関すること。

8 維持補修センターに関すること。

　維持補修センター

1 下水道管路施設の維持管理作業に関すること。

2 貯蔵品の保管及び受払に関すること。

　水運用課

1 水運用センターの維持管理に関すること。

2 水源の整備計画及び維持管理に関すること。

3 観測井のデータ分析及び維持管理に関すること。

4 水源地、配水池、加圧ポンプ所及び路上局の維持管理に関すること。

5 配水系統及び水圧の管理に関すること。

6 地下水障害に関すること。

7 水質管理室に関すること。

　水質管理室

1 水道及び工業用水道の水質検査に関すること。

2 水道及び工業用水道に係る水質の調査及び研究に関すること。

　水再生課

1 公共下水の終末処理に関すること。

2 放流水の水質に関すること。

3 マンホールポンプ及び中継ポンプ場等の管理に関すること。

4 浄化センターに関すること。

5 事業場排水の水質指導に関すること。

6 下水道の水質検査及び汚泥の分析に関すること。

7 下水道に係る水質の調査及び研究に関すること。

8 下水汚泥固形燃料化施設に関すること。

9 西部汚水1号幹線伏越施設の管理に関すること。

10 家畜排せつ物液、し尿及び浄化槽汚泥の処分に関すること。

　中部浄化センター

1 中部浄化センターの維持管理(し尿等処理を含む。)に関すること。

2 中部処理区中継ポンプ場の維持管理に関すること。

　下水道維持課
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３　職員数及び配置 （令和3年4月1日現在）

事務
職

技術
職

合計
事務
職

技術
職

合計

総務部長 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
総務課 13 0 13 13 0 13 4 0 4 4 0 4 17

総務班 6 0 6 6 0 6 2 0 2 2 0 2 8
人事班 4 0 4 4 0 4 1 0 1 1 0 1 5
管財班 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 0 1 4

経営企画課 13 0 13 13 0 13 8 0 8 8 0 8 21
企画広報班 5 0 5 5 0 5 2 0 2 2 0 2 7
財政班 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 6
情報化推進班 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 3

出納室 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2 5
水道班 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
下水道班 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2

料金課 20 0 20 20 0 20 12 0 12 12 0 12 32
業務班 8 0 8 8 0 8 1 0 1 1 0 1 9
料金調定第一班 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8
料金調定第二班 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 5
賦課対策班 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 3

債権管理室 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3 7
債権管理班 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3 7

給排水設備課 13 5 18 13 5 18 8 1 9 8 1 9 27
業務班 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 6
給水装置班 8 4 12 8 4 12 0 0 0 0 0 0 12
排水設備班 0 0 0 0 0 0 8 1 9 8 1 9 9

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
計画調整課 6 13 19 3 5 8 2 13 15 0 2 2 34

管理班 3 1 4 0 0 0 2 1 3 0 0 0 7
水道計画班 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
下水道計画班 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5
事業調整班 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5

技術監理室 3 5 8 3 5 8 0 2 2 0 2 2 10
技術監理班 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1 1 4
技術研修班 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
図面情報班 3 0 3 3 0 3 0 1 1 0 1 1 4

水道整備課 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
施設班 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
設備班 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
工事第一班 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
工事第二班 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

下水道整備課 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 30
施設班 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10
工事第一班 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7
工事第二班 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7
工事第三班 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6

0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
水道維持課 9 40 49 9 40 49 6 0 6 6 0 6 55

管理班 4 2 6 4 2 6 3 0 3 3 0 3 9
漏水防止班 2 8 10 2 8 10 0 0 0 0 0 0 10
保全班 0 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8
老朽管対策班 1 5 6 1 5 6 0 0 0 0 0 0 6
渉外工事班 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7

西部上下水道ｾﾝﾀｰ 1 4 5 1 4 5 1 0 1 1 0 1 6
北部上下水道ｾﾝﾀｰ 1 3 4 1 3 4 1 0 1 1 0 1 5

0 3 3 0 3 3 1 0 1 1 0 1 4
下水道維持課 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0 28 28 28

維持班 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7 7
指導班 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3
保全班 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 5

維持補修ｾﾝﾀｰ 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 13 13 13
維持補修班 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 13 13 13

水運用課 1 40 41 1 40 41 0 0 0 0 0 0 41
計画班 1 9 10 1 9 10 0 0 0 0 0 0 10
運用班 0 16 16 0 16 16 0 0 0 0 0 0 16
施設管理班 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4
施設維持班 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4

水質管理室 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7
管理班 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4
検査班 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

水再生課 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 46 46 46
施設管理第一班 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 9 9

0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 6
水質指導班 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2
水質管理班 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3

中部浄化ｾﾝﾀｰ 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 26 26 26
管理第一班 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 21 21 21
管理第二班 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 5

合計 76 128 204 73 91 164 40 119 159 38 77 115 363

＊　管理者及び再任用短時間職員（63人）を除き、再任用フルタイム職員（8人）を含む。課長補佐以上は、それぞれの筆頭班に含む。兼務職は、それぞれ兼務職に含む。

下水道事業会計

合計事務
職

技術
職

合計

うち損益勘定職員
事務
職員

技術
職員

合計

うち損益勘定職員

計画整備部長

維持管理部長

南部上下水道ｾﾝﾀｰ

施設管理第二班

水道事業会計

223
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４　勤続年数別職員構成

1 年未満 4 3.4 17 6.9 21 5.8

1 年以上 ～ 3 年未満 6 5.2 26 10.5 32 8.8

3 年以上 ～ 5 年未満 5 4.3 22 8.9 27 7.4

5 年以上 ～ 10 年未満 9 7.8 48 19.4 57 15.7

10 年以上 ～ 15 年未満 6 5.2 25 10.1 31 8.5

15 年以上 ～ 20 年未満 11 9.5 9 3.6 20 5.5

20 年以上 ～ 25 年未満 11 9.5 10 4.0 21 5.8

25 年以上 ～ 30 年未満 25 21.6 25 10.1 50 13.8

30 年以上 ～ 35 年未満 18 15.5 36 14.6 54 14.9

35 年以上 21 18.1 29 11.7 50 13.8

116 100.0 247 100.0 363 100.0

５　年齢別職員構成

20 歳未満 1 0.9 7 2.8 8 2.2

20 歳以上 ～ 25 歳未満 9 7.8 21 8.5 30 8.3

25 歳以上 ～ 30 歳未満 6 5.2 32 13.0 38 10.5

30 歳以上 ～ 35 歳未満 8 6.9 53 21.5 61 16.8

35 歳以上 ～ 40 歳未満 7 6.0 21 8.5 28 7.7

40 歳以上 ～ 45 歳未満 11 9.5 9 3.6 20 5.5

45 歳以上 ～ 50 歳未満 21 18.1 27 10.9 48 13.2

50 歳以上 ～ 55 歳未満 23 19.8 37 15.0 60 16.5

55 歳以上 ～ 60 歳未満 29 25.0 33 13.4 62 17.1

60 歳以上 1 0.9 7 2.8 8 2.2

116 100.0 247 100.0 363 100.0

　＊　管理者及び再任用短時間職員（63人）を除き、再任用フルタイム職員（8人）を含む。
  ＊　業務職員は技術職員に含む。

職員数（人） 比率（％）

計

平　均　年　齢 45歳4月 39歳8月 41歳6月

　＊　管理者及び再任用短時間職員（63人）を除き、再任用フルタイム職員（8人）を含む。
  ＊　業務職員は技術職員に含む。

（令和3年4月1日現在）

年　齢　別
事　務　職　員 技　術　職　員 全　職　員

職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％）

計

平　均　年　数 22年9月 16年4月 18年5月

（令和3年4月1日現在）

年　数　別
事　務　職　員 技　術　職　員 全　職　員

職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％）
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